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施sの段置目的に対する理解や公共性.平等利用についての考え方

団体の基本理念・姿勢

子どもの未来を保護者・±也域と一緒に考える「子育ち拠点ぺJ

「国分寺市子ども若者■いきいき計画j

ひとりひとりを大切に、

̶ホんなの中ぽちあい、支え合うi�
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子ども自ら育つ力を回yの大人や地域全体が応援し
子どもも大人も地域も共に成長する

持続的な学童保育所をめざす

私たちは, 学童保育所を「国分寺市子ど

も若者・いきいき計画」の基本理念「ひと

りひとりを大切にみんながみんなの中

で育ちあい, 支え合う」を基本に, 少子

化'高齢化'核家族化等の時代の変化に

応じつつ, 子どもたちが安心して自分自

身を表現し多くの出会いや体験を通じ

て喜びや達成感を感じられる, ±也域の

「子育ち拠点jと考えています。単なる放

課後の預け場所ということではな<, 子

どもは未来そのものと考え, 子どもの自ら育つ力を回りの大人や地域全体が応援し子どもも大

人も地域も共に成長する持続的な学童保育所を目指します。

》設置目的への理解

":- 「放課後児童クラブ運営方針」と「運営マニュアル」を基に

働き方の多様化, 社会情勢の変化によって子育て世帯の価値観も変化レ保護者のニーズは多様

化しています。家庭だけでな<, ±也域生活の一還として, 学童保育所は休息等も含めた安心.安全

な場を提供する大きな役割を担っています。また, ±也域関係が希薄化レ人と人とのつながりが少

なくなつていることから, 地域での子育て支援の力を上げていくことが求められています。

学童保育所は, 「放課後児童クラブ運営方針」(平成27年雇児発0331第34号)に基づき,保護

者や学校, ±也域の様々な社会資源との連携を図り, 子どもが安心して過ごせる生活の場としてふ

さわしい環境を整え, 安全面に配慮しながら子ども自ら危険を回避できるようにすると同時に,

子どもの発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう, 自主性, 社会性及び創造性の

向上基本的な生活習慣の確立等により, 子どもの健全な育成を図ることを目的としています。

就労等により保護者が家庭にいない子どもたちの居場所であり, 子ども一人ひとりの人格を尊重

して育成支援を行うと同時に, 様々な配慮が必要な子どもたちが集団での生活を送れるように,

必要に応じて子ども一人ひとりと集団をつなぐための合理的配慮も大切です。

学年を超えた「交流や遊び等の活動拠点Jとしての機能だけでな〈, 「文化の創造の場」としての機

能, 「生活の場」としての機能を適切に備え, 子ども一人ひとりの状況や発達段階を踏まえ, 子ども

1



の健康と安全に留意し子どもを真ん中にした街づくりの拠点としたまちづくりの拠点としての運

営を目指します。

また, 働きながら子育てをする保護者の気持ちに寄り添い, 身近な相談相手として, 保護者が安

心して子育てに向き合えるよう支援する役割を担います。そして, 国分寺市学童保育所の運営マ

ニュアルに基づき, 効率的・効果的な施設運営を行います。

".,:安全・安心な生活の場の安定的・継続的な場の確保

を,子どもが育つ環境を整える

赫子育ての孤立イヒを防ざ保護者が社会とつながる「小さなコミュニテ

イ化ン

ンわたしたち̶い …

子どもをまんなかにしたまちづ<り

急速に進む少子・高齢イヒや子育て世代の人口流出, ±也域のつながりの希薄化によって子育てに不

安・孤立感を覚える家庭も増加傾向にあります。また, 不登校や虐待問題のような社会課題が複

雑化・複合化しており, 子どもを取り巻〈環境は日々変化し続けています。
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',':.-・ .対応に全力を尽<ほずどンケ

家庭

・子育て中の家庭が,子どもと向き合い育ちあえ

るように保護者同士の交流や仲間づ<りを推

進します。
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地域

春子どちの社会性と豊かな人間関係を育むコ

ミユニテイとネツトワークづ<りに取り組みま

す。

春福祉や教育,地域が協働して,困難を抱える家

庭を支える体制づ<りし協力します。
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私たちは, 学童保育所は, 子どものアドボガシー(擁護・代弁)を第一に考え, 安心安全な居場所の

提供, 子育ての支援, ±也域との連携ということを念頭に, 「こどもをまんなかに」±也域と共に子ども

と一緒に育ちあうことが可能となるよう, 「みんなで」支えあって子育てを進めていきます。

て、私たちの掲げる「子育て・子育ちの視点j

子どもたちは, 個性があり, 成長する力があり, 関係性の中で成長します。だからこそ, 私たちは子

育ち事業の主人公は「子ども」と捉え, 子どもを中心に据え, 子どもの権利を保障しかつ健やかに

成長する環境をつくることが私たちの役割だと考えます。そのために, 多様な「遊びJ 「学びj 「±也域

とのかかわり」「交流」「季節・伝統行事」に取り組み, 子どもの自主性・主体性を育みます。運営理

念を実現するために, 5つの視点に基づき運営します。

1. やすらざと安全・安心な居場所の提供

子どもたちが安心して過ごせる場所, 保護者が安心して子どもを預けられる場所を目指しま

す。行事などの企画はもちろんですが, 子どもたち一人ひとりが「ここに私の居場所がある」

という場所にしたいと考えます。必要に応じて家庭や地域と連携を図り, 一人ひとりの個性を

大切に, 子どもの安定した生活を保障する環境を整えます。

2.集園活動を通じた社会性と自主性の育成

障がいのある子ども, 外国にルーツを持つ子どもや, LGBT等である子どもを含め, すべて

の子どもが, みんなの中で育つことができる環境を作ることが必要です。集団活動を通じて,

互いの違いを認め合い, 異なる文化を受け入れることができる環境づくりや, 遊びを通して

相手を思いやる心を育てます。

3.自然や季節に触れる体験と自ら探求できるまなび舎に

移りゆく季節や, 日本の伝統行事を学び, 感じ, 体験する場を作り出します。室内での遊びだ

けでな<, 外に出る遊びや植物の栽培活動など, さまざまなものに触れる豊かな体験こそが,

子どもたちの豊かな心を育むと考えています。

4.子どもの意見の表明を尊重レ多様な社会活動に参加する機会を確保する

子ども会議等を定期的に開催し, 放課後の自由な時間をどのように過ごすかを子ども自身が

考え, 子どもの発達段階に合わせて子どもが自主的に企画'活動できる機会を保障します。子

どもたちの「なぜ？」「知りたいjという主体的な学びへの意欲を尊重レ学習できる還境を整

え, 必要に応じてサポートします。

5.地域や異年齢との交流

子どもの社会性と豊かな人間関係を育む場である地域を大切にレ地域の連帯意識を培い

ます。子どもの活動や意見を積極的に地域に発信し±也域との連携による子育ち.子育て支

援を充実させます。
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施設の設置目的(公共性・平等利用)

私たちは, 市民に開かれた施設運営を目指します。利用者.市民を「お客様」とするのではな<, 公

共サービスを担う主体者として位置付け, 一緒に施設をつくる姿勢を大切にします。また, 市民の

積極的な参加によって, 人と人とが支え合う関係を地域に広げ, ±也域の再生やまちづくりの拠点

としての役割を果たします。人の命と生活を支えてきたかけがえのない財産である公共サービス

を, 市民自身の手で担いながら, 公共性・平等性を保ち発展させます。そして, 「国分寺市いきいき

子ども若者・子育て訃画」で, 課題として挙げられている下記の点について, 国分寺市との協議を

踏まえ重点的に実施します。

ち4年生以降の子どもの居場所づ<り

$見在, 国分寺市の学童保育所は, 3年生までの受け入れとなっており, 小学校高学年の居場所が

課題となっています。放課後子どもブランとの密な連携の他,恋ケ窒グループ3学童の交流会等の

実施を通じて, ±也域の中で自分たちでつながりと居場所をつくる取り組みを進めます。

�* 子ども自身が「居場所」と思える環境づ<り

子どもの成長に応じた遊びや生活支援と共に, 地域社会との連携が大切です。高齢者や学生を卷

き込んだ多世代交流を図る行事の企画や, 児童館,公民館,図書館など公共施設の活用など, 地域

と一緒になって子どもたちの居場所の選択肢を増やレ子ども力び居場所Jと思える環境づ<りに

取り組みます。

>子育て世帯を中心とした地域とのつながりづくり

地域で孤立しがちな子育て世帯の方が,安心して立ち寄り, 交流できる親子ひろばの充実を図る

と同時に, 保護者も積極的に学童保育所の運営に参画をしてもらう機会を創ります。保護者との

信頼関係を構築していく中で, 関係機関と連携を図りながら, 子育てに悩んでいる家庭の負担軽

減を図る機能を担い, 国分寺市が掲げる「一人ひとりを大切にみんながみんなの中で心豊かに

育ち合い,支え合うj±也域の実現につなげていきます。
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団体等の経営状況の安定性

経営状況の安定性

「事業に必要な資金は自分たちで出し合うj協同組合

当団体は協同組合として運営をしています。協同組合では, 組合員が出し合った出資金を元手の

一部として事業運営をしています。当団体も, 「事業に必要な資金は自分たちで出し合う」ことを

基本に, 設立以降, 金融機関からの借り入れはせず, 無借金で経営をしています。

当団体は, 税理士による経営状況評価を受けており, 経営状況力浪好であることが総評されてい

ます。以下, 項目ごとに評価概要を記載します。

【収益性】

収益性に関する経営分析指標は, 売上高総利益率14.9%, 経常利益率2.9%と, 一般企業と比

べ, 必ずしも高いとはいえないが, 労働集約型産業としては安定しており, 継続的に利益を計上し

ていると評価できる。

【財務内容】

Npo法人であることから, 自己資本率は29.3%と一般企業に比べ低いとみられるが, 流動比

率は125.0%となっており問題ない財務状況と評価できる。

【支払能力】

当座比率は115.9%となっており良好であると評価できる。

'-【総評】

介護, 福祉等の労働集約型産業であり, 一般企業に比べ, 収益性, 自己資本率は高いとは言えな

いが, NPO法人の運営としては安定していると評価できる。過去の決算や業績からも継続して利

益を計上しており, 財務内容も每年, 向上している。したがって, 総体的に経営状況は安定してい

ると評価できる。
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団体等の設立から何年経過しているか

子育ち事業43年旧体設立からは36年)の実績

1987年, 当団体の母体であるセンター事業団設立してから, 今年36年を迎えます。

働く人びとや市民力みんなで出資しみんなで経営に参加し民主的に事業を運営レ貴任を分か

ち合って, 人と地域に役立つ仕事を自分たちでつ<る協同労働の協同組合です。

1987年に日本労働者協同組合連合会センター事業団を設立後, 2001年に「特定非営利活動

法人ワーカーズコーカの法人格を取得レ介護保険をはじめとした高齢者介護, ]ミュニテイセン

夕一や高齢者福祉センターなどの公共施設の管理・運営, 保育園・学童保育所・児童館・児童ディサ

ービスなど子育て支援, 若者や障がい者, 失業者‘生活困窮者などの自立.就労支援など私たちの

暮らし全般に関わる仕事, そして環境や農林業などの一次産業と福祉・教育を連携させる取り組

みへと事業分野を広げています。

子育ち事業は, 1980年の院内保育所の運営から始まり, 43年の歴史があります。地域に開か

れた保育園を作りたいという想いから, 子育てサボーター講座を開き, 受講生と一緒に地域子育

て支援のレープを発足しました。近隣の学童保育所や商店街での子育てひろば運営等のお■が,

子育ち関連事業が全国に広がるきっかけになりました。

"制度から子どもや親を見るのではな<, ありのままを受け止め, その願いを共に実現していき

た", こうした想いから, 障がいをもつ子どもたちの放課後の居場づくり, 保護者同士のつながり

をつくるカフェ, 子ども食堂, 地域と連携した農業体験'木育など多様な実践が広がっています。

2022年10月, 「協同労働」という働き方を基本原理とした労働者協同組合法が施行されまし

た。昨年1 0月の施行後, 50を超える法人力顎立されています。すでに, 「不登校の子供のフリー

スクールをつ<りたい」, 「一人暮らしの高齢者も子どもたちも一緒に交流できる多世代の居場所

をつくりたい」という親や住民の声がたくさん寄せられています。そんな一人ひとりの声を大切に

聞き取り, 一人では諦めてしまうことも「みんなとならできるかもしれなし\」と自分と他者への信

頼と希望を生み出す, そんな新しい社会づ<りにつながる子育ちを, 市民みんなの力で発展させ

ていきます。
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当法人の子育ち関連事業の概略

年代

1980-

1991

1992-

2003

沿革

当法人の発足 �

東京都老人医療センター内院内保育室ひまわり保育園。980年)

市民活動との連携の広がり・子育ち事業の市民化'社会化へ

渋谷区東京都児童会館「のびのびひろば」(2001年)

学童クラブ板橋第一小学童クラブ(現板橋一小あいキッカ(2002年)

商店街の中に子育てのひろば「どんぐりのおうち」(2002年)

足立区商店街活性化のための「青井わ〈わ〈クラカ(2003年)

±也域福祉事業所づ<り‘新しい福祉社会の創造へ

認可保育園板橋こぶし保育園(2005年)

栃木県那須塩原市市児童ディサービス(現放課後等ディサービス)(2005年)

芝山若者自立塾開講(2005年)

2007～ 「協同労働の協同組合」の法制化・完全就労社会の実現へ

201 0 放課後子ども教室港区「放課G0̶」(2007年)

暫定保育室港区東麻布保育室(2007年)

新潟県, 宮城県で地域若者サポートステーシヨン(2007年)

港区総合支援施設pokke(子育てひろば,一時保育, トワイライト‘ショートス
テイ)

佐倉市フアミリーサポートセンター(2010年)

201 1～協同労働の地域化・社会イレ持続可能な地域づ<りへ

2023 葛飾区子育てひろば「いろは」・親子カフェ「アリス」(2011年)

立川市子ども未来センター(一時預かり, 子育て広場, ±也域啓発事業)(201 2
年)

熊本市学習支援事業(2012年)

なでしこ保育園(現, 小規模保育室B型)(201 4年)

福岡市子ども家庭支援センター見守り訪問(鳴き声通告)(201 5年)

自立援助ホーム「オーレの家」(2016年)

浦安市企業主導型保育事業(2017年)

君津市寺山公園子育て交流施設い～てらす(2018年)

豊島区子ども若者総合相談事業(2018年)

江東区青少年相談事業にうとうゆ一すてっぶ」(2018年)

江戸川区児童相談所夜間電話相談(2020年)

一時保護施設ぽ村ル)(2022年)

一時保護施設(足立)(2023年)

一時保護施設(品川)(2023年)

フ
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. *進んで団体等の情報等を公表しているか

開かれた運営を通じ, 透明性・公平性を確保

情報公開に関する規定を定め, 開示の求めがあった情報に関しては迅速に対応します。また, ±也域

住民力ぐ事業運営に関わる機会を多様につくり出し, 開かれた運営を通じて透明性を確保します。

ti�CD�II

�運営方針や事業計画など運営管理に関する情報は, 誰もが閲覧できるようにわかりやすく施

設内に掲示します。

s情報公開に関する申し出があった場合は, 必要に応じて市と協議レ「国分寺市情報公開条

例」及び当団体が定める「情報公開規定」に基づき, 情報公開・一部公開・非公開を判断し対応

します。 ,

禾―意見� �■�.と.

ỹ年1回利用者アンケート及び行事アンケートを実施します。集計・分析結果からPDCAサイク

ルにそって改善計画を策定します。それらの情報をホームページや掲示板でお知らせし, 施設

運営の改善を図ります。また, 意見箱を設置レ意見や要望・苦情を大切なものとして受け止

めることを周知すると同時に, 公平性'公正性・迅速性・応答性を原則として利用される方の

声に真摯に向き合います。投稿内容は, 統括貴任者が対応策・改善策を明記レ掲示板でお知

らせします。

地域に開かれだ施設

運営地域の方々と作るイベントを積極的に開催し, ボランテイアとして気軽にかかわることが

できるきっかけをつくり,±也域に開かれた施設運営に取り組みます。

管理運営体制における透明性の確保

- ]ンブライアンス統括部など本部の内部統制の仕組みを整備レ組織としてのリスクの把握及

び管理の仕組みを構築しリスクを未然に防止します。運営の透明性と公平性を高め, 公共施

設を運営する社会的貴任を果たします。

"?5

⑩

事業運営に関するルールを適宜見直レ内部乾査等の実施を通じて業務のチェック体制を拡

充します。適正な運営状況に関する通報システムも強化レ透明性の確保と同時に業務改善

や業務の効率化を図ります。

不適正な事案または, 社会的貴任を失墜させる事案が発生した場合は, 迅速に調査委員会を

設置レ原因究明と再発防止策を検ぜします。また, 必要に応じて, 独立性.中立性が確保さ

れた第三者で構成される調査委員会を設置します。事実をより正確.多角的に捉え, 地域の関

係者やステークホルダーに対し公平な方法で説明貴任を果たします。

8
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*個人情報保護法, 労働基準法等が遵守されているか

法令遵守の撒底

私たちは, 全国で多数の事業を展開しており, 関わる法令も多岐にわたります。全事業に共通する

法令から, 各事業に即した法令まで公的な事業を担う立場として法令遵守は当然の貴務であると

認識しています。

各種法令に関しては, 本部のコンブライアンス統括部及び総合対策.業務監査室を中心に法令遵

守体制を敷き, 分野ごとに法令遵守担当者を配置レ法令遵守年間計画をもとに学習研修や相互

監査, 法改正の周知等を実施レ法令遵守を徹底しています。

..サパ・.
!.-;.;;t

�!:.

‘‘,. - ¥みレ
-7-;"' '"� ユ, '‘‘ぐ

事業推進本部(子ビも部門)

協同紘合研究所

I

"* i-3

未来人材部(義成講座)

資格取得応援

法人本部

・f.

s

総合対策/招互監査体まj

顧問弁護士

-' iii S- ?,

音理栄養士。/看獲師

環境衛生菅理技椅老

虐待防止委良会

人様擁護委貴会

i" - < .サ

児童相致所OB

子育ちアドバイザ-

各地方事業本部

ェリアマネージャー(統括資任者》

�'-

事業所長職員

-&, 【研修による法令順守】

各種の研修をもって職員の法令遵守, コンブライアンス意識を高めることに努めています。具体的

には, ウェブ上での全国法令遵守研修, 入職時研修ほ人知識.諸規程.コンプライアンス), 事業を

行う上での業務知識研修, リーダー研修,合同研修を実施しています。

これらの研修を通じて職員の法令遵守, コンブライアンス意識の向上を図っています。

9
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①法令遵守年間計画

4月

5月

1月

3月

次年度会議.研修計画策定/産業医面談

業務監査部門総括・次年度計画策定・報告/産業医面談

6月I次年度会議・研修計画策定

7月 ストレスチェツク実施

9月I第1回全国法令遵守管理者会議

1 0月各施設巡回監査/マネージメント等研修

1 1月各施設巡回監査/安全衛生委員会

12月I各施設巡回監査/障害者・障害児部門研修

各施設巡回監査

2月I子育て部門研修

第2回全国法令遵守管理者会議/安全衛生委員会

,情―護の徹底:

職員が適切に就労レ利用者に安心して施設を利用いただくために, 個人情報保護規定を定めて

います。

また, 就労者は, 入職時に個人情報保護に関する規定へのミ約書と法人内での個人情報取扱規定

への同意書を提出すると同時に各段階でのコンブライアンス研修も実施しています。

労働基準法の遵守

当法人の就業規則は労働基準法に則って, 下記の通り就業規則を整備しています。時代の変化に

合わせ改訂と追記を行い, これらの項目に基づいて各施設を運営しています。

労働基準法に基づき, 常勤者は基本的に週40時間の法定労働時間で勤務レ社会保険・雇用保

険等に加入します。また, 週20時間以上の勤務者については, 社会保険, 雇用保険, その他労災

保険'共済等の加入を行います。就労半年後より有給休暇が付与され, 短時間の非常勤者につい

ても, 労働基準法に基づき, 社会保険加入や雇用保険加入の手続きを行います。

10



労働基準法第36条に基づく労使協定を全事業所で締結レ所轄労働基準監督署長への届出を行

っています。ただレ労働者への安全配慮義務の観点から, 時間外労働.休日労働は必要最小限に

留めるよう労務管理者による指導を徹底しています。

【就業規則】

第1章総則

第2章加入, 異動等

第3章職場規律

第4章脱退,退職等

第5章勤務(労働時間, 休憩等)

第6章休日, 休暇等

第7章報酬

第8章教育訓練

第9章福利厚生

第10章安全衛生

第"章災害補償

第12章懲戒

n
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:. �c同様な施設での運営実績(契約書等の添付のこと)

全国と連携し長年にわたる豊富な経験と実績で運営

全国の運営実績

学童保育の運営を始めて20年以上の実績,全事業所1,330か所のうち,

子どもに関わる事業現場数は, 848ケ所運営

子育て支援分野に関わるスタツフ約4, 600名

'/
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°<se

� @

@ん

e
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⑤

⑩

0

0@

@o-
>0

ゆ

--'¥,

⑧e
・

③

運営実績

学童・族課後子供教室 ’

障がい児支援 129

児童館 74

子育てひろぱ'利用者支援''■ 45

保育園べれ規模保育'院内保育m 37

子どもの学習・生活支援事業・ 32

子ども家庭支援センターI 9

フアミリーサボート■ 7

その他子育て関連施設

236箇所

※契約書添付ほIj紙)

福生市児童館等施設の運営管理に関する基本協定書を, 「事業者概要:施設管理運営の実績」

別紙にて添付しています。

【指定管理運営期間】平成19年度～令和9年3月31日(計20年間)
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多摩地域における実績

国分寺市・町田市・八王子市'立川市・日野市・西東京市・東村山市において,

下記の通り41箇所の子育て支援施設を運営しています。

【令和5年度】計41箇所中約50%(22箇所)が10年以上の運営

, 学童保育所............18施設 .放課後子ども教室.'

.児童館 ............]2施設 .一時預かり施設...-

・保育園 ............4施設 .一時保護施設・’’・・

.放課後等ディサービス・・・・3施設

2箇所

1施設.

'1施設
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*施設利用の促進方策'創意ェ夫

今までの積みあげてきたつながりをいかした連営

(人を通じて,地域・文化を学ぶ)

施設利用の促進方策と創意工夫

学童保育所が「遊びや学び, 生活の場」としての機能を果たすためには, 子どもの生活の場として

ふさわしい, 安心安全な環境を整え, 子どもの発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能とな

るよう機能を果たす事が求められます。

また, その機能を果たした効果により, 学童保育所の児童のみにとどまらず, 施設外においても顔

の見える関係性が築かれ地域の支え合いが促進,醸成されていくことを目標に創意ェ夫に努め

ます。

そのために以下の点に取組みます。

紋

©

見通しをもった活動を行い, 自主性を育む

ま
̶今までの積み上げてきたつながりをいかした運営(人を通して±也域・文化を学ぶ)

.0.

<t

卷

場所の有効活用

各保育所の特性をし\かした取組

丁寧な関わり

ICTを活用した連絡ツール

-ナ見通しをもった活動を行い, 自主性を育む

多くの子どもが学童保育所を利用する環境だからこそ, 自分の事は自分で, 仲間と共に過ごす時

間をどう過ごすかを, 自ら選択, 行動レ自然と自主性を養う環境を整えます。

14



'1日をきちんと過ごせるためのェ夫

・

・

・

長期休暇の一日保育で行事がある日は, 1日の流れが変わることもあります。

朝の会で1日の流れを子どもたちに伝えて, どんな流れで過ごすのか確認しています。

それぞれの時間の開始と終了は明確にすることにより, メリ八リのついた生活を .

送ることが出来るようにしています。 .

春子どもたちが自主的に動けるように, 目

で見て分かるよう1日の流れを子どもたち

力旧えるところに貼りだしていま<s>ゾ⑦
旧

C7
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ル・文字や時計が読めない時 ,̃グ

期の子どもでも分かるように, J

絵や音も利用しています。特に

人数の多い学童保育所では職員の声も通ら

ないため, 決まった音がした時は一度手を止

めて話をする職員の話に注目するというル

ールを定着させています。

卷時間の区切りを意識した運営を行いま

す。子どもたちも区切りがあるからこそ, 時

計の読み方がわからない子どもでも, 次は

どんな時間(自由遊びやおやつ, 学習等)な

のか分かるため, 子どもたちが考

え動けるようになっていきます。

自由遊びの時間でも, いつまでが

自分たちの遊べる時間であるか子どもたち

カマ分かつているため, お友だちと遊びたい

遊びが違った時に「o分したら次はooで遊

ぼう！」等と話している場面も見られていま

す。

♦卒所後は時間の管理を自分でしな<てはならない場面が多く出てくるため,

、ん’4年生以降のことも念頭に置き, 引き続き子どもたちが自分たちで考えて行動で

T きるように働きかけていきますc

15



・子どち会議

大人が決めたルールではな<, 子ども

発信でやりたいことを出来るような

場の提供を行います。

マンガが古<なっ

てぎたから, こん

なマンガを買つて

欲しい

:.'̃-<�.

れル#

ソl, �

wi

: ▼-でみ
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糊ボ

げ 1

卒所生を祝う会

ではみんなで大

縄跳びの記録に

挑戦したい

梅雨や高温など気候によリ, 外遊びに

出られないことが増えてきたから, こん

なおもちやがあったら良いな

等,子どもたちの意見に職員も耳を傾け, 1つひ

とつの意見を大切にして実現できるよう寄り添

つた保育をしていきます。

おらち#の義
»つか(、力\卜

'ベジし《てりねが:つ力巧

1.なンザぴまれゆん
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また子どもたち自身が預けられる学童保育所ではなく自ら力通いたい学

童保育所にするために, 自分たちがどんな学童保育所だったら通いたい

か考え, そのために大事にしたいことを育成室にボスターを作り貼って

います。それを見た新入所時も学童保育所がどんなことを大事にして,

自分たちの過ごしやすい学童保育所にしていくのか目で見て分かるた

め, 職員に言われなくてもルーリレが分かるなど子ども同士だからこそ伝

わるものを大事にしていきます。

学習’おやつ.自由時間と, 場面の切り替えを可視化することで, 人に言われて行動するのではな

<, 時間の進め方を自ら選択します。また, 年上の人が年下の人に活動を促す事で, 相手を思いや

る気持ちが芽生えます。

'’か
. <域),-ゾを二

で今までの積み上げてきたつながりをいかした運営

(人を通して, 地域・文化を学ぶ)

国分寺市やこの近郊には, 農家さんや特技をお持ちの方がいらっしやいます。コロナ禍による制

限がほぼ緩和され, 制限'自粛されていた活動が再開される中, こ

れまでのつながりを大切に, 子どもたちと共に様々な体験を通して

自分たち力惟む地域の事を学びます。

食育一「コクベジjを知ろう！地産地消を学ぶ

農業体験を通じて, 農家さんへの興味, 関心につなげます。イベントの.

参加や, 農家さんのご協力のもと行う野菜収穫体験を通して, 農家さ
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んとの顔の見える関係を築き, 子どもも大人も地域の野菜にふれる場面を大切にします。「こくベジj

の会議にも参力口し地域のみなさんと共に地産地消の推進とフードロスを削滅していく活動も模索し

ます。

.地域の達人に教えてもらおう！ ！一地域にいるすごい人と出会おう!

±也域の方をお招きして, 昔遊仏醒節教室, 収穫体験, 木工作などを実施します。また, 今後も,

より多<の地域の達人を発掘しご活躍いただきます。

・地域めぐりーイベントをきつかけに,住んでいる地域を知る

学童保育所という枠を超えた活動を企画, 実施します。八ロウィンの季節には, ±也域の方にご協力

してもらしパお家におやつをもらいに行きます。武蔵国分寺公園へ行き, 武蔵国の歴史にふれ, 自

分が生活している地域の歴史を身近に感じてもらう機会にします。

～場所の有効活用

.出張児童館一いつもじやないお兄ちやんが来て<れた！

遊びや人との関係構築の幅を広げるため, 同法人の児童館職員が出向き, 子どもたちと交流を園

ります。様々な大人と関わることで, 学童職員とはまた違った, 大人との関わり方を体験します。

・学童ふれあいカフェー実食で普段の学童保育の様子を知ってもらう機会と居場所

学童保育所を利用したふれあいカフェを開催します。学童児童の家族や, 学校を通して招待状を

渡レ卒所生も参加レ飲み物やおやつでほっと一息できる時間を設けます。また, 学童保育所で

普段提供しているおやつを保護者の方に実食してもらい, 学童保育所の普段の活動を知ってもら

う事で, 安心してもらうきっかけや, 職員と保護者とも気軽に意見を交換する場とします。

・卒所生(4年生以降の受け入れ)一児童館のないェリアだから

このエリアは児童館がな<, 4年生以降の子どもたちの居場所が課題になっています。"困ったと

きは来ていいよ"とアナウンスする事で, 困ったり, 悩んだりした時, 身近に相談できる大人がこ

にいるよという受け入れる気持ちを大切にしています。

’午前中の学童保育所の場所貸し一不足しがちな地域の場を提供

長期休暇以外の授業のある日の午前中の時間帯には学童保育所の児童が使用していないため,

育成室を地域の方の会議の場や幼児親子のグループの行事などに利用してもらえるよう周知し

ていきます。
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ナ各保育所の特性を活かした取組

施設の増築, 運営管理者の統合で, 新たな事業展開を行ってまいります。

現在の第一.第二東恋ケ窒学童保育所は, 令東塞ケ窟学ま凝有断

和7年度より増設校舎に学童保育所が移動と

なり, 5年間の指定管理期間中に第三東恋ケ

窒学童保育所が設置される予定です。今まで

は2部屋で保育を行っていましたが, 3部屋

になることで今まで以上に生活のスベースを

分けることが可能となります。現在150名

以上の児童の登録があり静かに過ごしたし\

子どもやクールダウンを必要とする子どもの

場の確保が難しい環境でしたが, これからは ’ ; -

提供できるよう配慮していきます。また, 増設校舎建設によリ, 校庭がとても狭くなるため, 放課

後子どもブランとの話し合いを今以上に密にレ時間や場所の模み分けをしていきます。その他

の遊び場として, 近隣のけやき公園や国分寺市民スボーツセンターを利用レ子どもがのびのび

と遊べる場を提供していきます。

�
150人
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第一.第二.第三日吉町学童保育所

は, 指定管理者が同じ事業者になるた

め, 日々の自由遊びだけでな<, クリス

マス会や辛所生を祝う会などの行事を

通して同じ小学校区の仲間と交流をス

ムーズに行うなど, 子ども同士のつな

がりを大切にしていくことが出来ます。

また, 第一日吉町学童保育所では人気

のある親子ひろば事業も,施設が増える

ことにより, 乳幼児の年齢に合わせた

使い方や行事の幅を広<してい<こと

が出来ます。
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西恋ケ窒学童保育所は, 学校の敷地

と隣接した公民館と図書館を生かしていきます。図書館での読み聞かせ行事には参加させてもら

っていましたが, これからも積極的に図書館との連携を強め, 参加していきます。また, 公民館を

行事等で利用させていただき, 図書館も含めて子どもでも利用してよい場所であるということの

定着を園ります。

国分寺市の課題となっている4年生以降の居場所として, ±也域の公園やプレイステーシヨンなど学

童保育所に在籍しているうちから利用することにより, 身近な場所になります。そして, 中学校区

は一緒になる学童保育所同士だからこそ, 学童保育所に通っている低学年のうちから3学童交流

会を通して知った顔を増やし地域で過ごせる居場所の拡大の一翼を担います。
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・-. 丁寧な関わり

「また来たい！」と思える一人ひとりへの丁寧な対応

子どもたちが楽しく充実した時間を過ごせるよう, 一人ひとりに丁寧に対応することを重視しま

す。「また来たい」「ooして遊びたい」と思えるように, 日常の中で具体的に下記の点に取り組み

ます。

♦子どもとの関わり

-,„登所時の対応

子どもが登所した際は, あいさつを「こんにちは」「おはよう」「おかえり」など明るく声をかけます。

子どもたちの声の調子, 表情, 態度から, いつもと違う感じを受けたら, 身体の具合が悪いのでは

ないか, 心の悩みがあるのではないか, さらにもう一度声をかけて, 確認します。

'遊びを通じての関係作りと観察

子どもたちとの良好な関係づ〈りの第一歩は一緒に遊ぶことです。子どもと遊ぶときは, ただ単

純に遊ぶだけでな<, 常に職員としてその子どもを良く知るという視点をもって接します。子ども

の興味関心や得意不得意など, 一人ひとりの違いを理解してい〈ことで, 安心して施設を利用す

ることができます。

"'平等に接する(差別をしない)

子どもたちには平等に目を配り, 話を聞き, 差別なく接することが大切です。子どもたちのことで

分からないことがあれば, ひとりで判断せず, 貴任者や他の職員に確認レ対応をします。

な守秘義務について

子どもたちとの関係の中で知り得た個人や家庭内の情報は, 外部(※虐待疑い等の緊急時などを

除く)に漏らしません。信頼関係を第一に関わります。

～言葉遣いと言葉がけについて

いつも子どもの話に耳を傾け, 丁寧な言葉遣いを心がけ, 子どもたち同士が「仲間に入れて」「～

して欲しい」「いいよJ「いや」など, 自分の気持を言葉で相手に伝えられるようになるような言葉

がけをします。

～子どもを注意する時(叱るとき)

注意する時や叱る時は短時間で, 何がいけないのかがはっきりとわかるように読明します。対応

後は職員同士が共通の理解を持ち対応します。

""身体的接触を伴う関わりについて

子どもが甘えたいという気持から, だっこやおんぶ, かたぐるまを求めてくることも少なくありま

せん。このような関わり方を求める裏側にある「つまらないよ」「自分と一緒に遊んで欲しい」とい

う気持ちを受けとめ, その子が興味を持てそうな遊びに誘うなどェ夫します。
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ICTを活用した効率・効果的な運営

ICTを活用した連絡ツール

セーフテイメール(カード式入退室管理

&アプリでの配信システム)を導入レ子

どもの登所, 降所(入館’退館)を安全に

管理します。登所・降所の打刻はアプリ上

で行い, その情報は瞬時に保護者と施設

側へ通知されるため, 保護者や各施設間

でリアルタイムの細やかな情報共有が実

施でき, 子どもの安全と保護者の安心に

つながります。

このシステムで入退出確認後, 出席薄に

加え, 「入退室予定表」も自動生成される

ので, 送迎に関するミスもな<せます。誰

がいつ帰るのかを時系列で一覧表示レ

さらに入退室予定時刻を過ぎても入退

室の打刻がされなかった場合はアラート

が鳴ることで, 「来るはずが来ていない」

「帰るはずが帰っていない」などが一目

で把握でき, 事故の発生を防ざます。

*新しし件活様式の中での放課後児塵クラブの運営鶴

1びを巧旧4ること,'こより保S者の負̶て―され, .i!掘君に新しい
y-ビスの提なができますe
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上紀の全てを"リでおこないまd 。

'»卜

出欠連絡の他, 連絡帳,お便りの受け取りなども効率的に行

います。保護者はいつでも施設に連絡できるため,連絡帳を

書いて提出する手間を省けます。施設側も一覧で多数の連絡

を確詔でき, お便りを一斉送信し早期に対応することが可能

です。やりとりした内容はデータとしても保存されるため, ヒ

ューマンェラーの防止にも役立ちます。連絡帳の機能やおた

よりや日頃の様子の発信をスムーズに行い, 学童保育所と家

庭の双方向のつながりを強めていきます。

モ

/
»r ・ る

保護者や職員の負担

軽滅

Ij刀レM̶

情報の共有

ヒューマンェラーの

防止
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あそび・研修イベント法人独自共有WEBサイト『あそびフアクトリーJの活用

全国の子育て支援現場で働<職員が, 各現場で実践している

遊びやおやつ, ェ作, 手遊びなどを共有できるサイトを立ち上

げています。

季節のイベント, 食育につながる行事, 科学の勉強になる遊び

など, バ'ラエテイに富んだ遊びを学べます。

また, オンライン研修や本の紹介など研修.学習に関する情報

発信もしており, 興昧関心を持ってタイムリーに学べる仕組み

になつています。
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片栗粉の不思議

片栗粉に水を混ぜて、手で感触を楽

しみ、ダイラタンシー現象を体験す

る。金属の球を沈め、宝さがしをす

る。最後に大人気のぐにウぐにや手

袋を作る。所要時闇60分

比重の字習

ジェづくり

水と途のオブ

低学年でちわかる上うに比重の学習

をする。水と油に関する生活の中の

疑問をさぐる。かさってきれい！揺

らして楽ししH見てし\て飽きない才

ブジェづくり。所要時闇比重の学
迎dnA T'ゲぴA

.'.'.?;','.:・・ ., e> -,'

光るスフィム*生きてるス

ライム

ふしぎな触̶スフィムに1蓄光バ

ウグーを混ぜて、晴がりで光るスラ

イムを作つた。また、砂鉄を混ぜる

と磁石に反拓してスライムが動きだ

したように見える。所要時闇30分̃
io々

ネSNSを活用した情報発信

私たちが各地で運営している子育て事業に関する取

り組みを,Instagram等で発信します。子どもが自

ら育つ力を一緒に応援する情報メディアとして,活動

紹化施設情報,頼れる制度や地域サポート,みんなの

体験談などをお役立ち情報を効果的に届けます。
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ナ業務引き継ざに関する計画

事業運営を円滑に引継き,子ども・保護者そして地域が安心できる方法で運営を行います。これま

で培われてきた地域の関係性をしっかりと引継ざ,子どもや保護者の不安感を払拭することを重

視します。

1. 1月までに国分寺市担当課と丁寧に打ち合わせを行い, 引継ざ計画を作成します。その進捗

状況を点検・確認・報告します。

2. 2月の具体的な移行期からは,現行の業務内容及び,子どもたちの状況,1日の流れ, 行事等

の引継ざを進めます。また室内環境の把握,危機管理対策地域の状況,ネットワーク等につい

て引き継ぎます。

3. 3月からは実際に職員が現場に入り,現職員の管理のもとで,業務に支障きたさない範囲で

一緒に子どもや保護者と接し,保育の把握に努めます。

4.継続的に実施されてきた行事等に関しては, 準備期間中に現職員と共有レ具体的な準備に

着手します。保護者へのお便りや連絡についても準備期間中に内容の詳細を現職員と決定

レ移行後は円滑に実施します。

5.お世話になっている地域における諸団体, 連携機関との書面での挨拶や訪問を準備期間中

に進め, 4月以降の施設運営に支障をきたさないように取り組みます。

6.受託決定後,可能な限り早期に保護者説明会に出席させていただき,±也域や保護者の皆樹こ,

忌偉のない率直な疑問'要望・意見を伺う機会を設けます。また,私たちの学童保育所運営に

ついての方針を伝えていきます。

てテ学童保育所の弓Iき継ざで大切にしたいこと

運営してきた法人が変わることにより, 利用している児童や保護者, 関わってきた地域の方等不

安に感じることが予想されます。

これまで運営してきた職員が学童保育所で大切にしてきたことや学校や地域との関わりなど, 築

き上げてきたことを継承しながら児童や保護者, 地域の方など安心できるように円滑に引継きが

行えるようにします。

9運営方法や育成内容など, 現行の質を低下させることなく引継ざを行います。

・I個々の児童の性格や行動特性など, しっかり把握し, 職員が変わることへの不安を解消し

ます。
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« 引継ざを受ける職員は, 児童のお迎えの際に保護者とのコミュニケーシヨンを十分に図り,

保護者との信頼関係を構築していきます。

八aンフレット等を活用し学校やこれまで関わってこられた地域の方を訪問レ法人が大切

にしていることなど丁寧に説明します。

職員と児童との間で, 信頼関係などが構築できるよう, 児童とのコミュニケーシヨンを図

り, その子どもの特技や話題など聞き取り, 関係を構築します。
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子どもを中心に据えた地域の安全な居場所としての使命

子どちたちや保護者の安全安心な居場所としての役割と必要牲

「国分寺市子ども若者・子育ていきいき計画jにもあるように, 国分寺市の子どもや若者, 子育て

を取り卷<状況として, 学童保育所卒所後の居場所の確保, 不登校児童・ひきこもりの増加, 児童

の貧困問題などがあげられます。

子どもたちが抱えるこのような困難を, 家庭や学校だけで解決するのは難し<なっています。学

童保育所は, 保護者が就労している間の放課後の時間に, 家庭や学校以外の場でも信頼できる大

人や友だちと安心して過ごせる場所です。子どもたちの成長を認め自立に向けて生き抜く力を育

むための役割を担っています。

また, 保護者が抱える子育ての不安や悩みが少しでも軽くなるような取り組みを行い, 子どもの

健やかな成長に寄り添い, 支援していくための保護者の居場所としての役割も果たします。

・ �り面難や課題の多様性～
『垣根を越えた支援j及び「切れ目のない支援体制」の構築～

子ども, 障がい者, 高齢者, 生活困窮者など, 人々が抱える困難力遍雑になっており, 色々な施設

が役割の垣根を越えて支援していくことが望まれています。支援を必要としている人を取り残す

事がないよう, 一施設で解決しようとする"点"の支援ではな<, 重層的な支援に展開し地域や他

機関とのつながりを大切にします。

コロナ禍で見えてきたこと～アフターコロナで変容する環境'

N
if *<»

この]ロナ禍で私たちの生活様式は, マスクの着用の徹底や3密を防ぐなど変イヒレ行 め

動の制限を余儀な〈されました。学童保育所でも, 距離の取れる遊びや行事の縮小・中

止をせざるを得ない状況となり, 子どもたちは誰かと何かをする体験が極端に滅ってい

きました。経験が少ないからこもお友だちと意見がぶつかってしまった時の解決方法が分から

なかったり, 相手の気持ちに気力ぐ付けなかったりすることで, 相手を傷つけてしまうということも

増えてきています。

幼児期までの関りは保護者や同年齢のお友だちが多いですが, 特に学童保育所力唄わる学童期

は家庭で過ごす時間が減り, 自分で選んだ友だちとの関りが増えてしXき, 心も身体も急成長する

ホ ため, 他者との違いを受け入れ自分を]ントロールレ人とうま〈関わってい〈ことを学

N ばな<てはなりません。
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人とぶつかってしまった時には, 互いの気持ちを伝え合い, 相手がどう思っているのか対面して

聞くことにより, 子どもたちは社会性を身に着けていきます。

そのような大事な時期だからこそ, 必要なタイミングで職員は子どもたちに関わり, 時には遠<か

ら見守り, うま<いった時には達成感を子どもたちと分かち合っていきます。

また, コロナによりICTの進歩により今まで以上に主体性が大事だと言われるようになってきま

と思えるものの機会も減ってしまいました。現在の行事などはコロナ禍以前の状態へと戻りつつ

あるため, 子ども自身が挑戦してみたいという気持ちを大事にしていきます。

チ主語は子どもで

学童保育所は"いさせる""来てもらう""やらせる"は大人の目線の言葉です。

"居たい""行きたい""やってみたい"といったような, 子どもたちの自然発生的に沸き上がった

思いを大切に, 日々の取り組みにいかしてまいります。

やすい雰囲気や閲係性づ<りに努めます。

:うした思いを自然と言えるような, 話し

-l つなぐ

これから子どもたちが成長するうえでの課題や実状を把握レ私たちは学童保育所を拠点に, つ

なげる(八力の役割を担っており, とても重要な役割であることを強〈感じます。

-卜1-地域へ

地域においては, イベントが再開し人と人とがつながる場所が少しずつ戻ってきており, 今まで

の関係性を軸に, 子ども達の健やかな成長の見守りの一員として取り組んでまし\ります。

子ども達を取り卷く環境は, 家庭'学校・習い事'友人関係といったように, 画一的なものではな

<, 多面的な要素が複雑に絡み合いながら, 子どもはその影響も受けながら成長していきます。そ

のような中, 私たちは, 子どもたちを取り巻くセーフテイーネットの一旦を担っているという自覚

を強<持ち, 業務を遂行してまいります。そのために, 各関係機関と今までの関係性を活かし双

方で, 何ができ, 何ができないのか協議.把握をレその網目からとりこぼすことのないよう, 対応

してい<事がとても重要だと感じます。

で-2.人へ

途中で職員が入れ替わったとしても, 大事にしてきたものを人から人へとつないでいきます。今

までの10年間で培つてきた職員と子どもとのつながりを大切にレいつ来ても変わらないもの

を継続していきます。そのためにも職員を定着させます。
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》3.未来へ

私たちは子どもたちと学童保育所の在籍している3年間だけの関係では終わらず, 卒所後も何か

困ったことや学校の先生でもなく保護者でもない大人だからこそ話がしたい時に来られる場, 懐

かしい顔を見たいと時に来られる場を今まで守ってきたように, これからも守り続けていきます。

今まで日々の実践から培ってきた経験や地域, 人との信頼関係性を活かし仲間,各関係機関,地

域とチームワークを持ったつながりをもとに, 運営していきたいと思います。社会的役割を念頭に

使命感を持って, 日々の業務に取り組み, 子どもたちをはじめ, 保護者や地域の方からも親しまれ

る職員, 学童保育所運営を目指します。
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4:団体等でしかできない事業提案

「国分寺市子ども若者・子育ていきいき計画Jをふまえた独自提案

団体等でしかできない事業提案

「国分寺市子ども若者‘子育ていきいき計画」から見えてきた課題と目標を踏まえ, ±也域に根付い

た学童保育所を目指すと共に, 当法人ならではの独創的な提案により, 恋ケ蓮地域の活性化と交

流・参加を図っていきます。

卜国分寺市子どち若者・子育ていきいき計画の目標に対応した
独自の事業提案

--„ -【-い-き-いき.計画-目-標1斑娠期かるモ育て.期にねたる切-れ.■.の.なン支援ま.レます

【独自提案1】連携

高齢者・学生と世代を超えた連携を通して近隣施設と連携し切れ目のない子育ての輸を支

えます

"-れ-、-きん造計画目.標2ほ育て_..子育ちレやす.い環境を慧備レます

【独自提案2】居場所

孤立しがちな保護者をサポートしにこにいていいんだJと思える居場所を作り出します

"- Lレ、き.いき.計画■.標3】_多様なモ育てま援サニばn究夷.レま_す

【独自提案3】交流

親子ひろばの充実と子育て中の親同士が交流できる場を増やし, 相談し合える関係をつくり

ます

" {いき.い-き.計画目.標4】.モどちス若者の健やかな成長と良立を.支援レます

【独自提案4】±も域支援

ひきこもりや不登校, 虐待やいじめなど社会的な課題に対して地域全体で支援していきます

".'" ■提案1】連携

高齢者・学生等を卷き込んだ近隣施設との連携で切れ目のない支援を

国分寺市は地域交流が盛んで, 市民や団体力わながりを持ち, ±也域を盛り上げています。

世代を超えて人と人がつながり, 孤立せずにいきいきと過ごせるよう, 恋ケ窒地域の学童保育所

が地域の起点となり切れ目のない支援を実現するために, 下記の取り組みを実施します。
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【具体的な提案】

◎図書館'公民館'福祉センター等近隣の施設や学生との連携

図書館や公民館でのイベントヘの参加や, ±也域で活動している

グルーブにボランテイアで来ていただいたりすることで, 幅広

い年齢層の地域の方々との交流をしていきます。

んぶ, マ
ホ� を‘在--.、、ぢ

"r

◎地域の達人「地域先生」の発掘

±也域で活動をしている読み聞かせのグループや, コマやけんぎ

玉, あやとりの達人の方を招いて, 昔遊びに親しむ機会をつく

ります。地域で活動してい〈中で, 繁がりをもった, 自治会, PT

んボランテイアセンター, 圓書館,JAむさレ東京経済大学.

東京学芸大学のボランティアサークル, 小中学校の先生, 公民

館, 市民団体, ±也元企業, ごみ滅量委員の方々と協カレより多

<の地域の達人を発掘し活躍いただきます。

《企画例》

こ<ベジ紙芝居

おはなしの会

わらべうた

/Ol/-�7-h

石厳づ<り

ヨガ

カプラ

絵手紙
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革細ェ

陶芸

税金講座

企業による出前講座等

◎お兄さんお姉さんと「実験チヤレンジJ 「縄跳びチヤレンジJ

東京学芸大学, 東京経済大学など近隣の大学のサークルに協力を仰ざ, 子どもたちにスポーツや

科学の楽しさを伝えてもらいます。身近なお兄さんお姉さんという親しみやすい存在から, 子ども

たちも楽し〈体験しながら学ぶことができます。「縄跳びチヤレンジjでは, 校庭を使って, 初級か

ら中級, 上級と縄跳びの技を楽しく習得し達成する喜びを体験します。

':,-【独自提案2】居場所

-保護者支援と居場所づくりで子育ちしやすい環境を

保護者のケアは学童保育所の重要な役割の一つです。子育てに関する情報は溢れていますが,

ネット情報だけではわからない生の声が聞ける場,個別の悩みや不安を気軽に話せる場をつくり

ます。孤立しがちな子育て・子育ちをサポートするために, 具体的に下記の取り組みを実施しま

す。

【具体的な提案】

◎学童保育所での保護者のストレス軽滅策「ふれあいカフェJ
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学童保育所では, 保護者同±, 職員と気軽におしやべりができる時間をつ<ります。悩みこ

報の交換を行いながら, 「一人じやない, 私だけじやない」と感じられる場所にします。

:'とや情

当法人で運営する学童保育所では, 保護者,在籍児童, 卒所生が参加して飲み物とお菓子を一緒

に楽しみ, 学童保育所の遊具で遊んでもらう「ふれあいカフェ」を実施している施設もあります。定

期的に学期ごとに1回の実施を予定します。

◎長期休みの昼食提供「手作り昼食j「±也元商店との連携j

市と協議の上, 夏休み中に週1回の手作り昼食を実施します。感染症拡大等で実施が難しい場合

でも, ±也元のお弁当屋さんのお弁当を提供レ保護者の負担軽

滅に努めます。
4".s,, , ,i�
巧ね#

バ¥ ̶"

ン

■

また, 障がい者支援施設「ともしびェ房」のおやつやシフオンケ

一ち総菜パンを提供レ±也元の商店や施設と連携すること

で, ±也域に逼元できるつながりをつ〈っていきます。夏休み直

前の終業式の日は, 学校から持ち帰る荷物が多<, 子どもの負

担が大きいので, 昼食提供を実施します。

>【独自提案3】交流

-親子ひろばの拡充と保護者同士の交流で相談し合える関係を

国分寺市の子育て家庭へのアンケート調査では, 「子育て中の人との交流jのニーズが最も高くな

っており, 保護者同士が親子で交流できる場所が求められています。恋ケ窒地域には, 児童館が

な<, 乳幼児の集まれるひろばが少ない現状があることから, 下記, 提案事項を実施します。

ぱま

k

【具体的な提案】

◎親子ひろばの充実

学童児の利用がない午前中に, 学童保育所を開放し地域の乳幼児

親子に利用してもらいます。また, ただ利用してもらうだけではな

<, 季節のェ作や手形アート, バネルシアターなど, イベントを開催

レ保護者同士の交流が自然と生まれるようなきっかけ作りをしま

す。さらに, 理学療法士や整体師の方に来ていただき, 専門知識に

裏打ちされた心と体を健康に保つ方法の教授や育児相談を実施し

ます。

日吉町学童保育所の親子ひろばは, 長期休暇のない月は週に3回・��

実施しており, 子育て経験のある職員が保護者の相談にのり, 他の L
保護者の方たちとも気軽に交流できるように気を配るなどとても

好評をいただいています。イベントなども地域のボランテイアの方

の協力を得て, 季節のェ作やパネルシアター, ミニコンサート, 大型

"・;;

ネ
-A,l ,Y

▼も3;S»
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絵本の読み聞かせ, 手型・足型の制作など, 様々な行事を行っています

◎親子プログラミング

市内でブログラミング教室を開催されている方を講師に呼仏親子参

加のブログラミング教室を開催します。学年で習得に差がありますの

で, 1年生「ブログラミングって何だろう」と2.3年生「プログラミング

を楽しもう」の2回実施します。

J. :・/

�

既に他の学童保育所で実施の実績があ

り, 保護者からは「月謝も敷居も高い塾に行〈ほどではないので, 身

近ないつもの場所で気軽に体験できてありがたし�」「仕事をしてい

るため塾まで送れない。子どもだけ行かせるのは心配なので, 学童

保育所で実施して〈れて嬉しいjという言葉を頂いています。

たグ【独自提案4】■支援

€'・地域課題へのアプローチ .

産業構造が多様化・複雑化し両親共働き家庭が増加しています。国分寺市においても学童保育

所の利用ニーズが極めて高い状況になっており, 4年生以降の放課後の子どもたちの居場所も課

題となつています。また, ひきこもりや不登校児へのサポートや虐待.いじめ.学習支援などの社会

的課題に対して, 早期発見'早期対応を行っていきます。

【具体的な提案】

◎不登校児との緩やかなつながり

「学校へ行くのは敷居が高いけれど.・・」という不登校になっている子どもたちでも, 「子どもた

ちが少なくなった時間帯の学童保育所ならいけるかも」という子どももいます。そういう子どもた

ちの一人ひとりのニーズに合わせて, 「集団降所過ざにちよっとだけ学童保育所に遊びにおいで」

というような支援の在り方も考え受け入れられるようにします。

◎ひきこもリ支援, 学生の学びの場, 就労支援の機会として

若者が孤立することな<, 誰もがこの社会に生きる当事者として自分らしく暮らしていける社会

づ〈り, まちづ〈りに貢献します。その一歩として, 「若者協同実践全国フオーラム(JYC)」に加盟

し若者同士の交流や調査研究, 支援者や家族が集う交流会などを開催していきます。

±也域には, 働きた<ても働けない若者や, 社会への一歩を踏み出せない方がいます。自立に向け

ての機会として, 得意なことを生かしながら, ボランテイアからアルバ‘イト, そして正規就労を目指

します。

また, 大学のフィールドワークや実習等,職場体験やインターンシップも積極的に受け入れ外に開

かれた施設にしていきます。
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-y当団体独自が行う独自提案

当法人では,暮らしの中でのちよっとした「困った」を助け合い, 「こんなことをやってみたい！ jと

思っている人たちと繁がり,市民が主体となり, お互いに助け合い支えあう地域づくりのための活

動・事業を行っています。

◎こどち食堂/±也域食堂の活動

全国では,子どもたちや地域の人びとが集う「こども食堂j 「地域食堂」を約100ケ所で運営また

はサボートしています。貧困や格差の拡大,社会的孤立や孤食が広がる中そどもたち力按心して

集える場所,±也域の人たちが気軽に立ち寄れる場所,多世代交流の場づくりを応援します。また,フ

ードノむクやフードドライブ等の食に関わる活動もおこなつています。

国分寺市内においても,民設民営学童保育所や福祉センターなどで「±也域食堂」を行ってきていま

す。指定管理で働〈学童保育所の職員も参加することで,学童保育所の施設の中だけにとどまら

ず,地域へと職員が出ていき,±也域に溶け込んで,子どもを中心とした繁がりを広げます。

まち⑦
ボ3す s

◎持続可能なコミュニテイの創造「みんなのおうち」づ<り

子育て,介護,仕事等,悩みがあれば相談でき,情

報を共有し,一人ひとりの知恵と力と資源を持ち

寄って不安や悩みを解決したり, 「やってみたい」

を実現する地域の拠点づくりとなる「みんなの

おうち」を推進しています。

「みんなのおうち」があれば,4年生以降の子どもたちも地域の人たちに囲まれてま全に安心して

過ごせる居場所となります。

±也域で居場所活動をしている方々と共に「国分寺みんなの居場所づくり連絡会」を昨年立ち上げ

ました。地域の人たちと一緒に,個々で活動するのではな<,ネットワークを拡大レきめ細かな市民

による地域のセーフテイーネットを広げます。

f k�
の wぱ

敦ラち
�ti.�i,プJ�l,1…g
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:*有資格者の常駐‘施設管理の専門性のある団体等

専門性の高い職員配置の充実に努めます

市民の大切な地域資源である公共施設を, 子どもたちが安全に利用できるよう, 有資格者の配置

を行い適切な施設管理を実施します。施設や備品, 物品を管理し, 長期的に施設を維持できるよ

う配慮します。

有資格者の配置【常勤の資格所持率100%,全体で約900/0】

各施設の常勤者は基本的に有資格者とレ保育±, 幼稚園教員免許, 小中高教員免許, 児童指導

員.放課後児童支援員を配置します。現在の恋ケ窒グループ学童保育所の常勤者の資格所持率は

1 00%で, 無資格の非常勤者には随時保育士や放課後支援員の取得を促レ保育士を取得する

ためのサポートとして, 園長経験者による保育土資格講座を開講しています。

施設管理に関する安全な体制づくり【防火管理者・安全衛生推進者の配置】

各施設には, 防火・防災管理者講習を受講した者を最低1名配置レ環境設定や緊急時の対応を職

員全体に周知します。また, 市内在住者の配置により, 緊急時に近隣の職員が対応できる体制を

整えます。

加えて, 安全衛生推進者を現場ごとIこ1名選任し, 法人開催の研修に参加し職場の八ード面ソフ

卜面の両面で職場改善を図ります。危険予知トレーニング(KYT)を行い, 事前に危険な箇所を洗

い出し事故防止策を講じます。

":l-̃日常の安全点検と事故防止

子ども一人ひとりが安心して安全に施設を活用できるよう, 設備・備品に破損・劣化がないかを日

常的に点検します。

日常点検については, 下記6つの視点を踏まえながら, 日常点検リストに沿って施設内を巡回-点

検します。

旧常点検を美施する上での6つの視点】

①環境整備(清掃'整理整頓・危険物の管理)

②配置確認(死角ができない職員配置・児童の動線を考慮した施設設備・危険箇所の把握)

③対物管理(遊具, 設備, 備品等の点検'不備欠陥のあるものの修繕, 撤去)

④対人管理(子どものあそび, 個別的性格, 体力差, 体調, 保護者等の利用者把握)
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⑤避難路確保(避難路の整備)

⑥定期的訓練仔どもの安全を守る訓練)

旧常点検リスト】

巡回ルートに沿って, 職員が施設内を見回り, 施設や遊具の不具合をチェックします。下記の点検

項目を基本にチェツクリストを作成レすべての職員が確誌できる体制を整えます。

I清掃状況, 施錠の確認, 下駄箱の

I?-,転倒防止, 掲示物の剥がれ

5衛生状態, ドアの破損, 鍵の不具

合,床の滑り, 異臭, 水漏れ
4 、. .' \ュ

み, :.ま外壁の剥がれ.亀裂, 窓ガラスの
・・, j破損, ひさしの破損, サビ汁の痕

を\;" 、■跡, 門扉, 不審物の確認

r ■遊具の破損, 固定遊具のぐらつ,

♦き, ネジの��腐食,掘などの

みお:転倒防止, 落下̶ぐ

y

I
き■

ザy

避難経路の確保, 外部侵入の防止

�w"
コンセントやスイツチ, 配線の破

あぐ損.■, 点灯の不具合さガまれ

?

gの転倒防止策

.f.
&Mt

【―'
:.S'�.�-t. ・'. ；ごデ'た

すこのラインまで

■’ぴン� '"-"・
�̶M 化ブ・バ

ン,

yiン
F

t
椅子の転倒.積み上げ

防止策
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【閉館時チェックリスト】(例)

ドづl

想殺名

嚴軍爾として.最後の逼德看が全項賢チIプクすること。

あs貞桟項目 4月40 4月50

点桟翁名

消灯 �

換氣爾すン

怒錮團め陸認

便疲など電嚴オフ

糖綻

漠釘

g(«.ェアコンわ
育成室#電氣漠障-遍属みれモばスィワずュ

換貧覇すン

水道核め

4月6日 4月フ日 4月8B 4月0s

第二消訂
宵成室ェァコンわ

靜g室

換氣羅オン

水道締め

消灯

怒閉め

ェアコンわ

換氣羅すン

消灯

あ関雄《ホ)雷氣オン

水道̶

ガス先檢締め

台-ェァコンわ
寧務室スチールロ*ルー斑竣

フリンターggすン

箭守番電揺段定

族養

廣置器

給■器

季節もサーキュレ…夕…9�
のサ4ュレーター露二

時閲

ラスト2名前
を毀重時間

名前
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ご定期的な保守点検と備品管理

仕様書に則って, 法定点検を実施します。点検の結果, 不具合や修繕が必要になった際には, 市に

幸R告し協議の上速やかに安全対策を講じます。また,備品管理に関しては備品リストを作成レ

修繕や廃棄'購入に関して記録を残します。

【対応フロ一】

・a 紛

T-lfe�

・&ms
マ��■報き

夕� 狀態

警備な修維

卜�■添
�;" ・ ・!": -,..;".

市への

報告*協議
i iンら.,-‘

修繕完了

安全確認

完了報告

大規模な修維

見積ちり・
修繕施ェ業者依賴

施設の不備や備品の破損等が生じた際には, 速やかに市に報告レ修繕や交換など安全策を講じ

ます。軽微な修繕や補修については, 運営に支障の出ない形で当法人で対応し事故防止策を講

じます。大規模な修繕に関しては, 複数業者から見積もり, 総合的に判断した上で修繕施ェ業者を

選定します。修繕後には安全を確認レ利用者へ周知を行います。
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*利用者への対応マニュアル'社員教育独自マニュアルの整備(利用者へ平等利用は確保できているか)

マニュアルを遵守レ子ども, 保護者, ±也域からの信頼を構築します

利用者に気持ちよく利用していただけるように, 各分野それぞれのマニュアルを作成しばらつき

のない平等な利用者への臨機応変な対応のため, 以下のことを実施します。

誰もが平等に気持ちよく施設を利用できるよう, 意見や苦情, 相談等を受け付けた際には適切に

対応レ今後のより良い運営に生かしていきます。そのために, 学童保育所用の運営マニユアルを

整備レ入職後に基礎研修・危機管理研修を実施して職員教育を行っています。

新人基礎研修や定期的な研修,$見場のミーテイング等での意識付けを常に心がけ, あいさつ・身だ

しなみ‘言葉遣い・職場のルール・連絡‘報告・文書等は特に繰り返し実施していきます。

日頃より利用者と良好な関係, 些細なことも言い合える関係を築くことが大切であり, 苦情への

適切な対応をすることにより, 子ども, 保護者, 地域からの信頼を構築します。

禾IJ用者へ平等に接するための対応・接遇マニュアルについで

-'&. 子どもの人権の尊重

一人ひとりの子どもの最善の利益を考慮レより深<知り, $里解を高めていく視点を大切に, 子

どもの人権に配慮した対応を大切にします。子どもたち一人ひとりの思いや願いが実現できる環

境づくりを重視レ施設内のルールを子どもと一緒に話し合うと同時に, 折り合いをつける対話や

ルールづ<りを通じて, 一人ひとりの生きる権利, 育つ権利, 守られる権利, 参加する権利, 意見表

明権を保障します。

-� 【子育て支援マニュアル】

学童保育用

放課児童支援員のための運営マニュアル

1.学童保育事業の基本理念と指針

2.運営体制

3.学童保育事業について

4.保育における児童支援員の仕事と役割

5.子どもとのかかわり

6.保護者とのかかわり

7. ±也域とのかかわり
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8.注意すべき点.その他

共通こ危機管理マニュアル

・危機管理

・事故等防止対策

・防災対策

・防犯対策

・保健衛生対策

・虐待防止対策

画苦情対策

・個人情報保護対策

・アレルギー対策

利用者・市民への誠意ある対応のための社員教育独自マニュアル

利用者や近隣からの苦情や意見, 相談, アンケート結果の反映に関しては,4つの視点「筒知」

「傾聴」「対策j 「改善」を意識レ下記の通り適切に対応します。

◎苦情‘意見*相談窓口の「筒知j

相談窓口の設置とその周知は利用者が安心して自らサービスを選択できる仕組みとして重要で

あると考えます。苦情を言うと, 自分の子どもが不利な扱いを受けるのではないかと禱錯したり

することがないよう, 掲示物やおたより, ホームベージ等で, 苦情や要望.相談の受付手順や相談

窓口を明示します。

◎「傾聴」の姿勢で雰囲気づくり

苦情'意見'相談を受け付けた際には, 話を最後まで聞き取り, 利用者の気持ちや意図をくみ取り

誠意を持って対応します。日常から, 苦情‘意見'相談を言いやすい雰囲気づ〈りとコミュニケーシ

ヨンを心がけ, 大きな苦情につながる前【こ, 改善を図れるような関係性を構築します。

◎原因究明と「対策J

苦情'意見・相談は受付簿に記録の上, 貴任者に報告し, 事美確認と今後の対応方法や改善方法に

ついて話し合い, 迅速に対応します。

苦情については, 現状を把握レ原因や背景を明らかにします。すぐに対策会議を行い, 今後の対

応と対策を全職員で共有し, 利用者に伝え, 運営の改善につなげます。

◎年間アンケート・行事アンケート,意見箱を活用した運営「改善j

利用者からの意見を運営に反映する手段として, 年1回の利用者アンケート実施, 大きな行事後

のアンケート実施, 施設内の意見箱設置を行います。また, 日常的に利用者と]ミュニケーション

をとる中で, 利用者の声を聴き運営の改善を図ります。
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改善例 おやつの掲示一うちの子どんなおやつべたかな？

学童保育所でどんなおやつを食べてし�るのか分からないとい --��ゆ ・・ hl� J…',,..'・/ .-.…-,̃̃..ん',-‘-‘-,.,'\.U,A い T�.MNMf

・ 76%0(於)あ.b

①l\,,,ヒ。ーラーン

<§>れ、ら〈,ュァDづレぬ-)

liうご意見に対して, 保護者会に来て下さった保護者の方に実

際に試食をしていただきました。また,学童保育所の玄関にそ

の日のおやつを掲示することによって, 子どもたちだけでな .カルいe、 b.luづレルヌづレ

く, お迎えに来た保護者の方もメニューがわかるように入り口じ③スかダ�だリゾョ-ケルレ?
のホワイトボードに掲示する工夫をしましたe をを

実際にお迎えに保護者の方が来た際に, 選べるおやつがありI.
「今日はどれを選んだの？」など親子の会まのきっかけになりました。

改善例 トイレーいトイレも気、ちよ<

学童保育所の施設が古いこともあり, 狭く居心地が悪いため, トイレに慣れていない子どもは入り

づらいとのご指摘をいただきました。少しでも子どもたちが入りやすいように, トイレの壁面に装

飾をして明るくなるように工夫をしたり, 壁や天井のカビの除去及び亀裂などの破損箇所の補修

を行いました。

【装飾】

か,

サ

d»

.・ �

�- ・y-

-,き

¥sfi

i*!<€i"

・y

'.パわla<;l : ''

■, ;■:ボ ,.;,«
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【カビ取り】
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苦情対応体制

【苦情対応時の手順】

【苦情対恣体制■】

②■受■錄め作成

⑤改善検討・共有

;'・ふ
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? s

: :? - rr.
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&モ―と対恣策を報告

�■
が夕

ms-

①̶受.s錄の作成

⑤改善検討.共有

な-

⑤̶受付記錄の作成

②改善檢討・共有
̃レ̶"f
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"ガホまモさ：現gま

苦情解決の貴任主体を明確にします。苦情解決の仕組みの筒知や苦情申出人との話し合いによ

る解決, 改善を約束した事項の執行, 全体の貴任を担います。

苦す±受付担当者:常勤またはそれにかわる者

苦情の申し出しやすくするために設置します。苦情は随時, 送り迎え時, 電話, 文書等で受け,解

決・改善までの経過と結果について記録をします。

三者員会:±也域の民生員や主壬児童委員自ミ台担当
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法人本部に苦情受付窓口を設置しています。必要に応じて, 市と協議の上第三者委員会を設置し

ます。

【苦情対応時のフロ一】

ほ情封恣ブロー卽
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5 本部■
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養 �

*研修の実施状況等

対面やWEBを利用した効率的な研修体制で現場力を高めます

研修の実施状況等

私たちは, 自治体からの委託や指定管理者として, 児童館79力所, 学童217力所, 放課後子ど

も教室54力所, 子育てひろば35力所, 放課後等ディサービス98力所, 保育園30力所など,
全国に約513力所(2023年4月1日現在)で事業をおこなっています。

子どもを中心に考え, 話し合い, 自分たちのやりたいことが実現できる働き方が私たちの特徴で
す。

子どもは本来自分で吸収して, 自ら成長しようとする力を持っています。私たちは, それを「子育

ち」と呼んでいます。子どもが自ら育つ力をサボートする保育を大切にしています。

学童保育所が子どもたちにとっての安全'安心な居場所になるよう, 職員は遊びなどを通して子

どもたち一人ひとりの様子に気を配り, 寄り添う妾勢を大切にします。また, 学童保育所の仕事を
通じて様々な地域のニーズや課題を発見する

アンテナを張り, 「子育ての支え合い」を市民と

一緒に作り出していけるよう, 全国規模のサポ

一卜体制を生かして, OJTとOff-JT研修を

軸【こ, 職員が参加しやすい主体的な研修の実

施を計画します。
¦i

'� '・

パン, あ-

� .:,.・-.

子ビを⑦入後バタ

また, 全国に「子育ちブロジェクト」を設置し,

子育て支援現場同士の意見交換や自分たちが

学びたし、研修など情報を集約して研修に役立

てています。

【研修例】

資質の向上, 児童対応, 保護者支援, 障がい児

対応, 子どちの人権, 虐待防止, 危機管理, 事 ':

例検討など

で、現場の必要に応じた実践的研修:OJT

◎每日のミーテイング, 職員会議での共通理解を図る

保育の申し送り, 子どもたちの様子の共有, 対応、方法の検討, 日々の保育

に関わる情報を共有することで, 実践的な意識向上につなげます。

◎記録と事例検討を通した保育力の向上とチームワークの強化

・s

寒⑥容

,■憲支種,塚がひ■恣
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子どもや保護者の変化や成長, 自己の働きかけを全員が記録レそれをもとに日々の振り返りや

話し合いを行います。一人ひとりの子どもたちの成長と課題を鮮明にケース検討を実施し, 保育

の方向性を見出します。これらの取り組みを, 定期的に行い, 保育力とチームワークを醸成しま

す。

◎研修に臨む職員の主体性を尊重

全職員を対象に一年間一人ひとりが何を学びたいか, また何をスキルアツブさせたいのかアンケ

一卜を行い, 職員の動機づけを高める実践的な研修を実施します。

◎実践的なスキルとノウメ \ウの横展開

日々の保育で生かせる遊びの合同研修を取り入れ職員一人ひとりのスキルアツブと, 各施設で

蓄積されたノウ八ウを横のつながりで共有し生かします。

◎定期的な緊急対応研修

児童の命に関わる救急対応については, 全ての職員が緊急時に適切に対

応できるよう, 毎年応急救護研修を実施します。消防署の救命士の方に,

消火器やAEDの使用方法について実技を交えた講習をしていただき, 職

員の危機管理に対する意識を高めます。

".-'多様な研修ブログラム:off-JT

◎研修動画の配信

誰でもどこでも学ぶ機会を得られるよう, 子育て支援や学童保育に関わる職員の心構えを学べる

動画を配信しています。

【共通】①子どもを取り卷<社会②子育ち指針③支援員としての姿勢等

【学童】①学童保育の役割②放課後子ども教室の役割③子どもの見方,環境づ〈り

④安全管理・安全確保等

ぞ
ま

'えわ

': '・:・・'.' »・""

子どもはを脚きく

社金の理塚

%,.
IN

�さ-

3子肖ち■斜ンと
パ'ま蹴ついて
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研修実績【令和4年度年間$サ修受講例もとまちブロツク】

令和4年度年間研修受講

「目的

組織理解

研修名

りーダーマネジメント研修

リーダー研修2Q22

リーダーマネジメント研修

,業務内容の理解；リーダーマネジメント研修

:新人組合員研修

東京都放課後児童支援員

I ,認定資格研修

’ ：児童館・学童合同職員研修

I 児童館・学童合同職員研修

' :児童館・学童合同職員研修

専門性の向上

相談支援スキルアッブ研修

児童館・学童合同職員研修

三市・東京学芸大学連携講座

児童館・学童合同職員研修

広報スクール

危機管理研修

安全管理.

危機管理能力

-ストレスチェツクについて

応急救護研修

安全衛生推進者研修

危機管理研修

災害対策研修

概要

役割の理解と意見反映他

協同労働についての基本的な価値を再

確認

職場づ<り他

人が育つ職場づ<り

これまでの振り返り

東京都放課後児童支援員認定資格取得

のための研修

障がい児の支援についで
A. ご u J � JJ A. …、、みJ ・r�-' -I � f リ…m ンめ / f &パリ� ん…� t�y Av \か： r�A. � f vゴパ rr

アレルギー・てんかんについて

児童の問題行動の理解と適切な対応に

-3>l\T

これって虐待7

重度障がい者への意思決定支援

レクリェーシヨン研修.

特別支援とは

障がい児をもつ保護者対応における職

員の働きかけの手法を学ぶ

何を, 誰に, どう伝えるかを組み立てる

2022年度事故集計から学ぶ事故防止

とリスクマネジメント

産業医講話

AED'止血法

セルフケアについて

個人情報保護研修

災害時における障がい者支援とは
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'...モチベーシヨンアツプと定着促進

当法人は, 常勤者・非常勤者を問わず, 全員が一人一票の決定権を持ち, お互いの意見を反映さ

せ合意形成を図ります。誰もが事業運営に参加レ主体的に貴任を持って仕事をすることでモチ

ベーシヨンアツブと定着促進を図っています。

～勤続年数に応じた表彰制度があります。5年バ0年・20年・30年ごとに全国の就労者全員

が表彰を受けます。また, 年1回の総代会において30年勤続表彰式を開催するなど, 人材

が定着・活躍できる組織づくりに取り組んでいます。

">新型コロナウィルス感染症に関する休業補償(濃厚接触等で休業を余儀なくされた場合も給

与の10割を保障), 一時金の支給, 危険手当支給等, 安心して長<働き続けられる仕組みづ

<りを整備しています。

セ多様なキヤリア形成支援

"・y-多摩地域では, 約700人の職員が働いており, 約70%が女性で, 全体の70%以上のリー

ダーが女性です。男女関係なく誰もが働きやすい職場を目指しています。

シ産休・育休取得率は100%,復職率も100%です。子どもが生まれるタイミングで全員が産

休・育休を取得レ育児と仕事を両立して活躍しています。

モ20代～70代の職員がバ1ランスよ〈就労し, 現場を支える管理職の30%が10年以上のベテ

ランです。一方で, 年功序列ではな〈, 本人の意思や周りの評価・推薦によって, 若手がリーダ

一を担うことができます。

-..階層別(年代別.就労年数別)の研修を実施しています。今後のキヤリアバスが見通せる多様

なキヤリア形成支援に取り組んでいます。

-ン健康管理とメンタルサポート

‘近年, 働〈人の健康不調やメンタル面のサボートが社会的な課題になっています。当法人では

労働安全衛生法に基づき, 産業医を配置レ就労者の健康管理, 労働災害防止, メンタルサボ

一卜対策を徹底しています。

～健康管理室を設置レ産業医・看護師による健康診断の確認を行い, 必要に応じで, 健康指導

や生活改善のアドバ’イスを行います。各現場には安全衛生推進委員を配置しています。

'-新型コロナウィルス感染予防に関する学習・研修の開催, 感染時の対応フロ一を周知'徹底

レ感染拡大を最小限に抑える取り組みを徹底しています。

なストレスチェックの実施による高ストレス者の早期発見, 生活習慣病の予防研修, パワ八ラ防

止研修, 熱中症予防の呼びかけを行い, 予防に力を入れた取り組みを推進しています。
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>就労者「暮らしと仕事に関するアンケート」

2001年より, 定期的に「暮らしと仕事に関するアンケート」を就労者を対象に実施しています。地

域で安心して暮らし続けるための課題を明らかにすること, 一人ひとりの主体性や能力, 可能性

を発揮できる組織作りの課題を明らかにすること等を目的に, 生活者としての暮らしのニーズや

困りごとを集計・分析しています。分析結果を組織の在り方に生かす委員会を設置しより良い組

織づ<りに取り組んでいます。
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'l.»【心理士, 精神保健福祉士による巡回相談】

子育て支援施設での経験がある心理士や障がい児・障がし�

者施設経験のある精神保健福祉土による巡回を行います。

職員は日々子どもたちへの対応に悩み, 苦慮することがあり

ます。子どもたちへの対応について, 専門的な観点から, 経

験に裏打ちされた評価と対応を知る事で自信や目標を持っ

て対応できるようになり, 職員のメンタリレケアにもつながり

ます。

トラブルが発生した場合においても, 訪問指導を行い遊び・

生活の場を通して, 子どもたちと関わる方法・子どもたちの

生きていく力の醸成を行います。

(子育てアドバ'イザー)

保育±.幼稚園教諭

ぽ定心理±(相談支援歴30年)

ACTすこやか子育てつアシリテータ

ぼ国心理学会虐待防止ブログラム)

Bpフアシリテーター

オンフィンBPフアシリテーター

メディアアドバイザー

おちちやインストラクター

'(■)の'かクアツプ体制 ン'・': ;.

�全国本部(事業に関する法令関係の周知, 事故トラブル対応)

グ東京三多摩山梨支部(事業運営及び相互監査・リスクマネジメント・労務管

理・採用及び育成・安全衛生)

�国分寺ェリア(巡回指導, 人的応援サボート)

全国での学童保育事業のノウ八ウを生かし, 保育現場へのサポート体制を構築しています。具体

的には, ェリアマネージャー, 保育アドバ’イザーを配置レ月1回以上巡回を行い, 職員の悩みに耳

を傾けると共に, 改善点を早期に把握し改善を図り,適切な運営のサボートを行います。また, 要

支援児または要配慮児童の関わり方など, 研修や事例検討を通じて, 保育技術の向上を図ると共

に, 社会的貴任と職場倫理について本質的な研修を行います。

【人材育成】

9市各施設の常勤者は有資格者とレ無資格の非常勤には, 当法人が実施している「保育士

資格取得対策講座」の受講を促し保育士資格や放課後児童支援員の取得を促します。

》職員のライフステージけ育てや介護, 年齢等)に考慮した柔軟な働き方(短時間労働)も推

奨レ継続して働き続けられる職場環境づくりを推進します。
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ゆ学童保育所の仕事を通じて様々な地域のニーズや課題を発見するアンテナを張り, 「子育

ての支え合い」を市民と一緒に作りだしていけるよう, 組織のサポート体制もいかレOJT

とOFF-JT研修を軸に, 職員が参加しやすい主体的な研修を実施します。

【労務管理】

».貴任に応じた役職手当, 経験に基づく手当等を働く職員のモチベーシヨンにつながる給

与規定を整備します。

�-育成日誌, 職員名薄等の確認体制を拡充レ適切な運営と常に正しい報告ができるよう

にします。

A 勤怠管理システムを導入レ勤怠管理の業務の効率化を図ると同時に, 適切な勤怠管理

を行います。長時間労働などが発生している場合は, 安全衛生管理貴任者によりヒアリン

グを行い, 状況に応じて産業医による面接, 職場巡視を実施し課題の把握と改善を図り

ます。

-s 子育て世帯や親の介護が必要な職員が安心して働き続けられる環境を整えることで, 継

続的に質の高い保育を行うことが可能であると考えます。男性の育児休業取得も推奨

レ安心して働ける環境整備に努めます。

【リスクマネジメント】

事故が発生した際には3ひ分以内に担当課-事

業本部に連絡をとることを基本とします。情報

共有無くして正確な判断'素早い対応を行うこ

とはできないと考えます。少数では気がつかな

いことを複数の視点や経験で考えることで, 被

害を最小限に抑えることを目的に30分ルー

ルを運用しています。事故を未然に防ぐこと.

事故予防に取り組むことはもちろんのこと, 万

が一, 事故が発生した場合は, 迅速な対応を行

います。

I

<1
:、わき夕
:fc� ま

・'. � 'l.

[BCPの策定と継続的な検証と改善】

" i,».

緊急対応マニュアル・Bcpを作成し, 個別の対策だけでな<, 包括的に事業を継続するために何

をするべきかを定めます。また, 作成したBCPに不備や不整合がないか, 継続的に検証・改善を

行い, 運用や改善の仕組みを取り入れます。
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正確な知識と迅速な対応で個人情報保護を徹底します

当法人は個人情報管理に関する専門部署を東京池袋の本部に設置レ個人情報保護の適正な管

理の指導'監督を行っています。

個人情報の重要性を認識レ従事者に対する研修を徹底し, 正確な知識をもって業務を行いま

す。

【個人情報保護対策】

国分寺市個人情報安全管理措置基準によると指定管理者による個人情報の取り扱いについて,

指定管理者に公の施設の管理の業務を行わせる場合には, 本基準と同様の安全管理措置を講じ

させることとあります。事業の実施に当たり個人情報を取リ扱うときは, 個人情報の保護の重要

性を認識し個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずると共に, 個人情報の

保護に関する市の施策について協力しなければなりません旧分寺市個人情報保護条例1 3条の

3)。以上のような国分寺市個人情報保護条例に則り, 個人情報についての対策を講じます。

具体的には, 個人情報保護の研修を学童保育所の全職員を対象に行います。これによって, 個人

情報の保護の重要性を認識させるという措置を講じます。

また, 本事業につき国分寺市個人情報保護条例に則った学童保育所の「個人情報保護マニュアル」

を作成しこれを徹底して遵守してまいります。

[lrra®ts�ji

以下のような方法により, 個人情報の管理をしています。学童保育においても, 当法人の個人情

報管理体制を基に, 国分寺市個人情報保護条例に則って, 個人情報を管理します。

①人的安全管理

全職員に対して個人情報保護規程及び「行動規準に則った「個人情報保護法研修j 「情報セキュリ

テイ研修」の受講を義務付け, 情報の漏浪防止, コンブライアンスの意識徹底を図ります。

また, 「個人情箱に関する取扱い」, 「情報セキュリテイに関する研修jについては, 6ケ月に1度以

上のベースで実施レ正確な知識の定着を図ります。

ウ秘義務について

事業に携わる職員に対して守秘義務を課レ■約書にて文書の提出を求めて, 秘密保持および守

秘義務について万全を期します。

当法人は, これまでにも全職員より誓約書類を取得して業務に当たり, 本事業も同様の運営を行

います。
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②物理的安全管理

個人情報を紙媒体等, 物理的に入手し保管する場合には, キヤビネット等の施錠できる場所にて

保管します。

その他, 利用.提供.廃棄の全てのブロセスにおいて, 規程及びブライバ1シーボリシーに基づいた

適正な取扱いを行います。全職員に常時名礼の着用を義務付け, 個人情報に関する作業を行う際

には, 常時確認できるようにします。

③情報セキュリテイ対策

個人情報に関するデータについては全てノ \フワードを設定します。事務所で使用するバソ]ンの

ウィルスチェックを定期的に行い, ウィルス感染によるデータの漏残・破壌を防止します。また, A°

ソコンからの離席時に, パスワード付スクリーンセーパーが起動するタイマー設定を行います。そ

の他, 安全管理を行うだけではな<, パスワードは定期的に更新します。

>【情報の管理体制】

法律や条例などを遵守レ保護対策を講じることで, 確固たる個人情報保護体制を構築します。

本事業に従事する職員の中から個人情報保護管理貴任者を選任レ業務上取り扱う個人情報の

管理状況を監視'監督し適切な個人情報管理を全職員に徹底します。

～【法人全体の個人情報保護管理体制】

代ま理事

個人情報保護管理者

------

個人情報教育廣任者I tl
i

PMS事務i

レンステム管理者I苦情, 相談窓口

入遣室管埋者

"�【情報の漏浅時の対応】

万が一, 利用者から取得した個人情報力環浅した場合には, 直ちに事実確認をおこない, 個人情

報保護管理者は担当課に状況を報告します。被害にあった利用者に対しては誠意をもって対応す

ると共に, 必要に応じて総合対策業務監査室(専任職員+顧問弁護士4名)が必要な対策を講じま

す。また, 再発防止について対策会議を開き具体的な対策を検討・実行します。
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情報の漏:曳‘流出

流出経路の調査

いつ.どこで.どのように

発生したのか

【公表】
情報漏浅・流出の原因をま明

状況報告一次報告)

対策会譲を実施

状況報告一次報告

【再発防止策】
絶対に再発を起こさない体制を

礁立

発生した状況を報告

再発防止策

事故への対策を報告

再発防止策を報告

【謝罪】

誠意をもって被害者に対巧
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. *施設の設置目的に沿って団体が独自に企画し自己の財源で行う事業

※自主事業収支計算書(書式任意)を提出してください。

テーマは「未来につながる, 未来を切り拓〈～育ちあう・支えあう・広げあう」

■■義
NT

あ
5

子どもたちの未来を見据え, 持続可能な地域社会の実現につながるよう

な長期的な視点での自主事業に取り組みます。自然体験や人との交流を

第一に, 子どもたちの「生きる力」が育まれる企画を実施します。下記,

【基本目標】と共に, すべての人々にとってよりよい, 持続可能な未来を築

くための目標である, 持続可能な開発目標(SDGS)に取り組みます。

貧困や不平等, 気候変動, 環境劣化, 繁栄,平和と公正など, 私たちが直

面するグローバリレな諸課題の解決を目指します。SDGSの目標は相互に

関連しています。誰一人置き去りにしないため, 目標を達成できるように,

え, 取り組んでいきます。また, 産業構造や社会情勢が目まぐるしく変イヒする中で, 将来を担う子

どもたちが新しい学びや体験ににチヤレンジする機会をイ乍ります。

.<'(?・?<"?» S,'めけて

-デかれ敦:*,,,た

巧緣躍嫁tぼ勢8覆「す

まず食と農の大切さ伝

で【基本目標】

"A育ちあう：自然や食, ±也域の文化, 人と人との関係を大切に
します

t.子どもの心と体を作る食, 自然体験を重視します。

卷地域や暮らしの中にある行事や文イヒを大切にします。

3 人と人との関係の基礎となる豊かな「あそび」を共に創り出

します。

�支えあう:利用者主体と豊かな人間関係を広げます

徵子どもの想いと自主性を中心に置いて, 子どもから学ぶぐ

姿勢を大切にします。

t子どもたちが心地よい時間と経験を持てる居場所づくり'

をすすめます。

f-子どもたちが安心して失敗できる場と関係性を作り出し

ます。

<&広げあう：子どもの願いや課題を中心にまちづくりをすすめます

す子どものsosをキヤツチできるアンテナを高めます。
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..子ども, 親の願いや困難に寄り添いながら, まちづくりに挑戦しますC

t ±也域や市民, 行政とも連携したまちづくりを広げます。

"・::-学童保育所自主事業

学筆保育所の自主事業企画では, 子どもたちの「知る」「体験するj ,:

「学ぶ」を柱に, 子どもと大人の触れ合いを通して, ±也域の方の協力ご:

を頂きながら体験型の自主事業を実施します。

', »

・実現したいこと

ま知る
目で見て, 新し

いことを発見!

ぐ 体験する
手に取って

触れて, 実感!

?'4»シ学ぶ
実体験をちとに

学びを深める

̃『恋ケ窒グループ3学童交流会』 �体験：’学ぶ

3学童保育所の職員と地域の団体の方に参加していただき, 3学童

交流会等を実施します。保育園や幼稚園時代のお友だちと久しぶりに

会うことができ, 今後4年生以降に地域の公園などで顔を合わせてい

く中で, ±也域の中での「顔見知り」を増やすつながりづくりを目指しま

す。

・・-『農業体験』か体験. �
±也域の畑をお借りしたり, 校庭の一部をお借りして「学童農園」を運営しま

す。種を蔭くところから始め, 育っていく様子を観察し収穫.調理をして, 自

分たちで育てた野菜などをお昼のお味晴汁にしたりしてみんなで食べること

で, 食育を実体験と共に深めていきます。

?

,を

i�y'-
i
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～『ふれあいカフェ』
め
*"

知る 体験

学童保育所のおやつや遊びを保護者に体験してもらいます。

保護者の悩みなどを語りあい, 参加者と職員の交流を図ります。

参加者同士が気軽に悩み等を相談できる関係を後押しします。

・!>・

� . ,,:"*" f
� ,・: , 'ブレン

A

彰す,- 'チニ''

化

ぶル

ま

-.『ブログラミングワークシヨツプ』.-:・-体験t学ぷ ダ\

±也域の方を講師として招いてプログフミングのワークシヨツブを開催 ’’

します。

親子で参加してもらうことで, 親子間の]ミュニケーシヨンを深める

と共に, プログラミングヘの理解を深めます。 ぱまな

体験という形で気軽に参加できるようにすることで, プログラミング教室へ通うことが難しい家

庭へのサポートとします。

【実施例】

学校の壁面や体育館を使って, 参加者みんなでブロジェクシヨンマッピングを実施レ参加

者同士の交流を深めます。

図書館や公民館など近隣の施設を使って, ±也域の方も参加できるブログラミングワークシ

ヨツプを実施し, 学童保育所の活動への理解を深めるきっかけにします。

【プログラミングの効果】

小学校では2020年度から, 中学校では2021年度からプ ".,

□グラミングが必修イヒされています。プログラミングは, 「読

解力」「論理的思考」「創造性」「問題解決能力」を養う効果があ

るとされています。楽しく親子でプログラミングを体験でき

る機会を作り, 子どもたちの新しいチヤレンジを後押ししま

す。

め

ビボ

'も,
学ぶ"."-『地域の達人の技を体験しようpeロジェクト V'体験

国分寺市を中心に活躍されている音楽家やアスリートの方に依頼し, 生の芸術やスボーツなどを

体験する機会をつくり, 子どもたちの多種多様な夢や未来への後押しをします。

""""・lll.lllf

'・"liNK'mt"

'. ・'・"99-

T

-,Fぜ,

う

I

̶
A;,

.«・

53

.

.
"
«



iち ・s.

'【廃材も無駄にしないで木ェ作】グ知るず；学ぶ
『地域の達人名人に教えてもらおう！ ja

±也域で木材を提供してくださる方から, 作り方を事前に職員が

工作の技を教えてもらい,木の枝や木の実など, 様々な廃材を

もらいうけ, 子どもたちと一緒にェ作に活用します。ものづくり

の楽しさや自然の大切さ、ぬくもりを学ぶ機会とします。

r k

'"・"・

-ll

・"%»,-～【妹唯づくり】 バ知る J体験 J学ぶ

東恋ケ窒学童保育所では長年にわたり, 大豆から手作り味晴を作ってきていましたが, コロナ禍

で中断してしまいました。今後, 味唯づくりを復活させて, 日本の伝統食への学習の機会としま

す。
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【季節のイベント開催】

タボr".
ギ

'?' ;:
'<.

.-知る夕体験夕学ぶ

子どもの日, 七夕, 夏祭り, お月見, ノ\ロウィ

,レぞ

スクリスマス, お正月, 節分など, 日本で親し

まれている季節の行事を大切にレ学童保育

所での育成にも取り入れていきます。

行事を通して, 自分たちで企画して取組み, 成功の体験を増やして「自信」を

つけて, 生きる力を培います。
>

自主事業収支計算書(添付)
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*事業所(団体全体)における障害者雇用率を明記のム当該施設における障害者雇用の考え方を5載

障害者雇用率2.59%

私たちは, 働<環境を整え, 積極的に障がい者雇用を進めています。障害があってもなくても, 「働

くこと」を通じて, 仲間を作り, ±也域課題を解決し安心して暮らせるまちづくりを目指していま

す。事業所では, 障がいのある人のぽか, 様々な背景を持つ人たちが仲間として一緒に働いてい

ます。

障害者雇用の実績

"・令和5年度届出分

法定雇用率労働者の算定の基礎となる労働者 1, 874人

身体障がい者数 25.5人

知的障がい者数 8.0人

精神障がい者数 15.0人

実雇用率 2.59%

障がい者雇用の考え方

国分寺市第4次障害者計画にある「だれもがお互いに尊重し, 支え合い, 障害と共に自分らし<

いきいきと暮らせるまち」を基本理念として, 障がいのある人もない人も, すべての市民がお互い

の個性と人格を認め合い, 共に支え合い, 協力し合い, 貴任を分かち合って生活できる「±也域共生

社会」を目指します。

共生の地域'まちづ〈りに向けて, 単に法定雇用率を守るだけでなく, 障がい者力欄くことを通じ

て, 「社会に参加するj実感を持ち, 尊厳ある生き方ができる環境を地域と共につ〈っていきます。

「障害者差別解消法」が改正され, 事業所による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務イヒ

されました。社会的バ1リアを取り除くために必要な対応について, 建設的な対話を深め, ±也域社会

全体の理解を深めていきたいと考えています。

>安心して暮らせる場を作り出す～障害者のある子どもをもつ保護者と共に～

当法人では, 全国的に障がい児の放課後の居場所である「放課後等ディサービス」を立ち上げて

きました。放課後等ディサービスを利用できるのは6歳から18歳であるため, その後の働く場が
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れ要になっています。そのため, 就労継続支援A型・B型事業, 生活介護事業, グルーブホーム事業

等, 障がいのある人の就労の場づくりに取り組んでいます。

国分寺市内では, 令和4年5月に「放課後等ディサービス」卒所後の就労場所である「生活介護事

業所あっぶ」を開所レ障がいのある方が安心して暮らせる地域社会の実現に一歩踏み出しまし

た。
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*事業所(団体全体)における高齢者(65歳以上)雇用率を明記の上, 当該施設における高齢者雇用の考え

方をぜ載

高齢者雇用率17.7%

社会を支える担い手として, 高齢者の知識や経験を事業運営に生かしていくことはとても重要だ

と考えています。私たちは, 就労に当たって, 年齢による採用制限を設けず, 資格要件を満たし健

康面で支障がなければ,面接や試を行います。65歳以上の就労者については, 本人の希望に応

じ, 話し合いのもと就労継続が可能です。

高齢者雇用の実績

令和5年度届出分

常用労働者

65～69歳

70歳以上

65歳以上の実雇用率

3, 522A

333人

293人

1 7.7%

当該施設における高齢者雇用の考え方

人選経験が豊富な高齢者の存在は,若者や子育て世帯にとっても, 経験を通じて安心感を与え,

不安解消につながります。子どもにとっても大きな影響があり, 長年かけて培われた高齢者の知

識と経験は, 人間の生きる力に直結するもので, 自立に向かう子どもたちにも貴重な体験を与え

ます。学童保育所においては, 様々な年齢層の職員がいることで, バランスの取れた運営が実現し

ます。その意妹でも高齢者の果たす役割は大きいと考えます。

高齢者の長年の様々な経験から豊富な知識と経験を職場に生かし継承していきます。働きたい,

社会に役に立ちたいという高齢者の生きがいづくりにつなげます。

収入面や健康面だけでな<, 働くことを通じて地域づくり, まちづくりに貢献レ±也域に支え合い

の文化を育みます。元気な高齢者, 働〈高齢者が増えることで, ±也域共生社会づ〈りへ寄与しま

す。
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*詳細の金額については別紙収支6ナ算書に記載しここには金額のもととなる考え方やポイントをボ載

金額のもととなる考え方やボイント

学童保育所3施設の運営となり旧吉町学童保育所においては,第一.第二'第三日吉町学童保育

所が同じ法人の運営となります。

また,第一・第二東恋ケ建学童保育所は新たに学校内に増設される第三東恋ケ窒学童保育所が増

設されます。そのため,運営に関わる人員確保が急務となります。

子どもたちと日々過ごすうえで直接的に必要な経費はしっかりと確保したうえで,人件費,福利厚

生費など,働きやすい環境を整えられるように配慮しました。

日頃の運営において,子どもたちの出欠席や登所・降所時間の管理は, とても重要になります。現

在の狭險状況の中で事故なくしっかりと安全な保育を行うためにJCTの積極的活用に力を入れ

た予算計画となっています。

※詳細の金額については,別紙収支計算書を参照。
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*事業所における省ェネルギー, 省資源, 廃棄物削滅, グリーン購入の推進等への取り組み状況

子どもたちに安心して暮らせる未来を手渡すために,

低炭素社会の実現を推進します

当法人では, 近年の気候危機を受け, 2020年に「環境・気候非常事態」

を宣言しました。自然'再生可能ェネルギーヘの転換やBDF事業(バイオ

ディーゼル燃料)の推進, 木化.綠化の取り組み強化, 航空機による出張の：バ3'y̶,
抑制など, 数値目標を定め取り組んでいます。

t-

貧困, 不平等・格差, 気候変動による影響など, 世界のさまざまな問題を

根本的に解決しすべての人たちにとってより良い世界をつ<るために国

際的に設定された, 持続可能な開発目標(SDGS)に積極的に取り組みま

す。

事業所における省ェネルギ,

～温室効果ガス削滅にむけて

私たちは,2019年,株式会社UPDATER(旧みんな電力株式会

社)電力株式会社雷力部門※みんな電力)と自然ェネルギーの普

及を目的とした全面的・包括的な提携を締結しました。できる限

り,再生可能ェネルギーを使用するた

めに,電力の切り替えざ進めていま

す。201 9年から,法人全体で241

ケ所が電力を切り替えました。削減量

は1052トンで, これはスギの木に

換算すると72,896本, 自動車1台

が地球を170周走る排出量に相当

します。「顔の見える電力」を選択す

ることで自然ェネルギー発電を推進

し,原発に頼らない自分たちの生活や

暮らしと共存できるェネルギー発電

など,気候変動とその影響に対して,

具体的にできることから取り組みを

進めています。
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※「みんな電力J

みんな電力は"顔の見える電ガ’がコンセブトの「ソーシャル・

ェネルギー」の会社。日本各地より厳選した顔の見える電気生

産者から, 再生可能ェネルギーを提供しています。雷気を購入

する際, 自分が応援したい発重所を選ぶこと力巧きます。

2022年度

-みんな電力へ切り替えた数は241か所

:-C02播出削滅畳は1052tになりました。

-_これは自動車1台が地球を1フ0周

まわる時の排出量と同じです。

・*杉の木72,896本分が吸収する量と同等です。
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支援

～C02排出量測定アプリの開発

日本でも「バリ協定jに基づき,2050年までに温室効果ガスの排出をゼロにレカーボンニュート

ラルを美現することが目指されています。私たちも,2050年までに温室効果ガス排出実質ゼ

D,2030年までに排出量50%削滅目標に基づいた取り組みを進め,各事業所の二酸イヒ炭素排

出量を測るため,電気使用量とガス使用量を,独自アブリを用いて測定を始めました。

"・"リサイクルpc活用の推進

新しいパソコン1台の製造あたり,約300kg相当のC02を排出しています。一なリサイクル

バソコンにERO pc)は, 20kg未満の排出で, 90%以上のC02の削減につながります。また,

新しい八。ソコン1台の製造あたり,約70,000リツトルの水を使用します。リサイクルPCは,新

しいパソコンに比べ9 0%の水使用を抑制できます。

パソコン買い換えの際は,リサイクルPCの活用を積極的に推進します。

省資源への取り組み

<.,ェネルギーブロジェクト I

フードマイレージを抑えるため地元で

生産された農畜産物を進んで購入しま

す。(こくベジ)

近距離の移動は,徒歩または自転車を

使用します。

>t

-'<»
'v.''

、電気・水道・ガスの使用量を把握し節電,節水などに努めます。 …-レ…"

1日の終業時,電気製品等の電源は冷蔵庫等を除きコンセントを抜き, 節雷に努めま

す。

夏場にはェアコンの設定温度に留意レ日陰を作るグリーンカーテンに取り組みます(

リサイクルブロジェクト

ごみのリサイクルや分別, 持ち帰り, ごみの発生抑制, 資源化をすすめます。
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€"再資源化や再生利用しやすい製品を利用します。

グリーン購入を推進しリサイクル商品及びリサイクルが容易な製品を購入します。

ホコビーやプリントアウトの紙の節約, 裏紙の積極的な活用をします。

;;環境配慮ブロジェクト

ザ合成洗剤を使用せず, 人や環境にやさしい洗剤を使用します。

有害の恐れのある化学物質について, 排出量を把握レ適正に管理します。

をブラスチツクフリー商品の使用を心がけ, ビニール袋等の使用を極力控え,

植物由来の製品を使用します。

廃棄物削滅

'"ごみ削滅チヤレンジ

現在の排出ごみ20%削減を目指します。学童保育所ではどのようなゴミが排出されているか, 子

どもたちと一緒に調査レ子どもたちに問題を意識してもらうことで資源の無駄遣いを減らしま

す。

.-„おちちやのリペア

「修理できるものは捨てないjを基本に, おもちやや道具を大切に扱います。おもちやを直して再

び使えるようにする「おもちや病院」のボランテイアさんに修繕を依頼し廃棄物削減をします。

-�ェ作の宝物

学童保育所では, おやつの空箱を利用したリサイクルエ作を通して, 子どもたちが資源の大切さ

を実感できる機会を作ります。地域の方の協力により, 木材などの廃材を利用したェ作を行い,

資源が形を変えて再利用される循環を地域と作っていきます。

グリーン購入の推進

環境保全のため, グリーン商品の購入を進め, 環境に配慮した商品を積極的に使用します。現在,

各施設においては国分寺市の環境配慮指針の「合成洗剤の使用を控える」に基づき合成洗剤の使

用を控え, 環境に配慮している洗剤を使用しています。

また, 国分寺市グリーン購入基本方針及び国分寺市グリーン購入ガイドラインに基づき, 事務消耗

品などの購入にも配慮してしXます。職員一人ひとりの意識を高めていくために, 職員会議でも積

極的に意見を出し合い, より良い改善に日々努めています。
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環境へ配慮した当法人独自⑦消毒・除菌用液「クリーンキラーェース」使用

当法人では環境にやさしい消毒・除菌用クリーンキラーェース(次亜塩素酸水溶

液)を製造販売レ法人内外の施設の消毒に使用しています。

清掃現場ではたらく当法人職員の手荒れ問題から「手の荒れない消毒.除菌液は

ないか？」として研究,開発されたこの製品は, まさに仲間や環境へ配慮されたも .

のとなつています。

遊具やトイレの除菌, 室内の

消臭にまで効果を発揮する

ため, 小さな子どもがいる

場でも安心して使えます。
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使用後ご<薄い食塩水にな

るので成分が残留しませ

ん。また, 希釈して使用する

ので, 経済的です。
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環境教育の推進

-.„地域の清掃活動をイベント等と併せて環境教育を行いま

す。

""・'身近な生活の中で環境問題への気づきとなるように,

毎日出る学童保育所のおやつのゴミを小さくする取り組み

や, 空き箱やベットボトルキャップなどを, 児童館のェ作材

料へ活かして再利用します。

'"法人内でェコ検定を取得している職員による環境教育を子

どもたちに分かりやすく美施します。

ホブブミぐ, ヴめ
・ - で
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’、二���’ ’マ :"�を

おやつのゴミを小さ<するェ夫と

して, 学童保育所のおやつ提供の

際に, 子どもたちに「ふくろおりJ

をすすめています
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食・廣*環境の取り組み～栽培から収穫, たい肥化まで循環する～

当法人では食・農'環境に力を入れており, 自給・循環する地域を創る取り

組みを全国で行っています。具体的には地域の方にも協力をいただき廃

油の回収をして当法人の精製プラントにてBDF(バ'イオディーゼル)燃料に;

して販売し再利用をしています。また, 全国的にコンポストの取り組みを

進めており, 生ごみのたい肥化を行っています。その他, 東京で開催され

たアースディ2023にも参加し, 気候変動への取り組みを推進していま

す。

l

ニンボスト

バ,#,

i.'>. ・・ X:

また, 農業を行っている事業所へ子どもたちを引率レ自然体験や収穫体験を実施しています。生

産者とのつながりを感じられる体験を行うことで, 食育や環境

教育に繁がっています。

国分寺市はたくさんの自然に囲まれ, $景境保全の活動も活発

ミ ：\ に行われています。子どもたちに自然の大切さを伝え, 楽しく

体験しながら環境問題を身近に感じ, 持続可能で地域循環す

る活動を実施していぎます。
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【具体的な取り組み】

,il地元の農園と協力しての農業体験

'*コンポスト

も-しいたけづ<り

ブランターでの野菜栽培

3環境かるたで遊んでみよう

みス

f,*.
に

農業体験

’も』
しいたけづくり, バ：
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プランター野菜栽
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・・・ *当該施設における市内在住者の雇用について, 現状及びこれからの計画

積極的な市民雇用で市内雇用70%をめざします

積極的な市内雇用

緊急時にも即座に対応できるよう, 国分寺市民であることを採用の大きなひとつの基準とレ積

極的に雇用しています。地域の特性を理解していたり, 市民とコミュニケーシヨンをとっている方

を優先して雇用レ市内雇用70%を目指します。

市外からの雇用の場合には, 国分寺市の歴史や風土などを理解し子どもたちに伝承していける人

材を雇用しています。

̃>現在の雇用状況と今後の計画

利用する子どもたちや保護者, ±也域住民と共に, 学童保育所を楽しく魅力ある場所になるよう築

き上げていく上で, 職員の役割は非常に重要です。子どもに向き合う姿勢, 学童保育所や子育て

支援事業について研鎮を積む人材を確保します。

(1)採用に向けた準備

̃"国分寺市子育て・子育ちいきいき計画への理解

"''""学童保育所の役割と機能を理解する意思と能力があるもの

～法人の理念, 運営, 事業活動に対する理解

(2)採用の流れ

��面接では法人説明を行い, 法人への理解を図り, 面談で決定します。

2次面接では面接や感想等から子育て事業への理解を図り, 面談で決定します。

jB次試験では実際に現場で, 子どもたちの前で実技試験を行い,専門性や適応力や判断力・子

どもへの対応、などを見極め, 実践力のある「人材」の確保をします。
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*地震や火災等の災害が発生した場合の対応

「もしもJに備え, マニユアルを整備レ改善していきます

災害時対応の考え方マニュアルの整備

児童館・放ま後健全育成事業

危機管理マニュアル 防災対策マニュアル 防犯対策マニュアル

兒̶・ IWSW.&WS.WSl.V

S..V&V � jガし

防災対策
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災害(地震, 火災, 台風等)発生に備え, 各種マニュアルを整備レ職員に周知徹底を図ります。ま

た, 近隣医療機関や消防署, ミ察署, 市自主防災組織との連携を強化レ±也域とのコミュニケーシ

ヨンを図ります。その上で, 定期的に消防・防災訓練等を実施レ防災に対する意識向上を図り, 万

が一の災害発生時には迅速かつ適切に行動します。日ごろから, 避難場所(いっとき避難場所.広

域避難場所等), 避難方法, 連絡先を確まし, 目に触れるところに書き出して利用者に周知してま

す。また, 新型]ロナウィルス感染症をはじめとする様々な感染症が発生した場合には, 適切に報

告・対応レ感染拡大の防止に努めます。

災害等が発生した時の対応

-'-<- 。)地震等

地震等の災害発生時には, 係を分担レ貴任を持って遂行します。子どもたちの安全確認, 安全確

保を行い, 管理貴任者のもとに「安全管理担当者Jと「防災担当者」を配置します。

国分寺市や小学校, 近隣施設と連携し被害の状況等を共有レ迅速に対応します。児童や職員が

負傷し医療機関を要する場合には, 救命措置を行い, 救急車の要請を行います。子どもたちを保

護者に弓Iき渡すまで, 子どもたちを安全に見守ります。
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■開室時の地震対応フローチャート

r ・

.<<児童’避ま時のめ束事》

i *ヨさなしゾ走らない

I
-硫きのちてツを冗J く

I

I

I

I

《硫さ_:非常時さサちポし袋》 -

-登錄斤童名ぎ !
(夕ざ者緊急ぜ終も)

j .糖昌名筆

・ .携帯�さ

I

I

地震発生

職員・児童の安否確認

責任者判断

震度s以上

一時遺難場ボ( }へ避難

児童名簿確ぶ(登錄/段)

族或など安ム暖。ぞ($見場責任者へ報告)

机の下、窓から慕れる等

安全な4ボヘ

ぎボ署119ま察普110

医療ぢ卜¥1

I
法入本ぎ’さ当基へ報さ

I

1

'ま人：

Iざ当巧:

I .ホ況報告 !
'.だだモ'_、を受ける ‘

* a ・B̶t > IN̶ v f ・ WN > UN̶ w -

震度4以下 現状維持

くく施まが被炎し、危険な場合》

-次墓監場所( )へ避藍

・状況/情報集約んも量安♦確保

くく施設が無事で、安全な場合》

・施設内に戻リ通常活動

.児童への対応(心のケア)

保護者への連絡(弓Iき渡し)

I
◎保護者のお迎えまで児童の安全管理・指導◎'

L - - - - - - - - - - - - - - - - -. - -. � �

卜(2)台風・豪雨・豪雪等

台風・豪雨・豪雪等により, 施設内の危険や登所・降所の著しい困難が予測される場合は, 緊急時

引き渡し票をもとに保護者に連絡をします。子どもの安全確保のため, 保護者に送迎をお願いし

ます。一斉下校,時差登校・休校の場合は保育を行います。保護者や家庭に子どもを確実に引き渡

すために登録届けの整備, 災害対策マニュアルの内容を確かめて, 利用者に周知します。

� (3)火災等

消防法に基づき, 年度初めに防火管理者を定め, 消防計画を作成'提出します。日頃より建物や火

気の周囲には燃えやすい物を置かないよう管理を徹底します。また, ガス機器‘電気器具・換気■

等の定期的な点検・整備・清掃を行うと共Iこ, 火災報知器'消火器・自動消火設備は年1回以上点

検します。
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火災発生時は学童保育所在籍児に拡声器等を使って火災発生を知らせ, 119番通報を行うと共

に初期消火にあたります。

火災発生時は利用者の安全を第一に, 利用者があわてないよう落ち着いて誘導します。職員は各

部屋を点検レ逃げ遅れた人がいないかを確認します。安全な場所へ避難レ保護者に引き渡すま

で子どもたちを安全に見守ります。

■開室時の火災対応フローチャート

火災発生

火災発生を直ちに知らせる

消防署119 初湖消火

あ：あわてない

し：しやべらなし、

も：戻らなない

ち：散らぱらな.い

児童避難

一時避難場所(

'①利用者名薄による点呼

②施設などの安全確認

)へ避難 Iま人本きシさ当速へ報らI
.法人： -

■ナs当よ I

I ・状だ報告 ■
* -対,を,指ホを受ける ’

1, III a ̶Nn a n̶ » V»IU » »>̶ »

<<危険な場合》

_次避錯場所へ避難

避難場所:

<<消化.安全確ボされた場合>>

*施設内に民る

�児童への対応

保護者への達絡(引き渡し) 保護者への報告
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減災への取り組み

ン(1)避難訓練

様々な場面(火災・地震・不審者など)を想定した避難訓練を定期的に実施します。子どもたちが

避難訓練の意味や目的を理解できるように「防災」をテーマに, 被災者から話を聞くなどの企画を

します。

実施計画をつくり, 避難場所, 方法, 役割,流れを確認します。緊急連絡先(警察, 市役所, 消防署,

保健所, 救急病院)を所定の場所に置き, 緊急な事態が ;. �-
起きたときに, 速やかに活用できるようにします。訓練 ゾ-: '・' '・:;

は, 広域避難場所に避難レ名薄による点呼を行い, 子 F'-:.

どもの安全を確認します。 s

每日のミーテイングにおいても, 防火管理者をはじめと ’

する避難誘導・通報・救護と役割の確認を行います。ま .,»

た, 職員体制が日々変わる中で, 職員全員が共有できる

ように役割の内容を揭示'確認を行います。

�ん:

ン(2)管理体制について

①事前に予想されることへの対応を, 保護者・利用者, 関係者と話し合い, 細かく決めておきま

す。また地域の中で防災対策について連携'協力を図ります。

②保護者のお迎えが完了するまで, 子どもたちを安全に保護します。

③いざという時に冷静な行動ができるよう整理整頓レ非常口付近には固定物を置かないよう

にします。

④緊急連絡簿等は毎朝確認レ災害時にはすぐ持ち出せるようにします。

⑤不慮の事故に備え賠償貴任保険,傷害保険等に加入レ誠意を持って速やかに事故後の対応

を行います。

⑥大きな地震が発生した際に家具や遊具の転倒, 転落を防ぐために家具の固定や適切な遊具

の配置の検討を日々進めていきます。

⑦子ども子育て支援課より示された『国分寺市児童館'学童保育所災害時初期対応マニュアル』

を活用レ館内研修などで日々理解を深め, 災害発生時に備えます。
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� (3)住民との連携

日中及び夜間における施設の管理'防犯体制, 職員間の連絡体制を含めた緊急時の対応体制を適

切に構築すると共に, 防犯訓練, 法人内のマニュアルや関連する研修の共有, 夜間等における施錠

などの防犯措置を徹底します。

±也域に開かれた施設運営を行うことで, 地域住民との連携の下, 不審者の発見等防犯体制の強化

につなげ, 地域としての連携体制の強化を図ると同時に, 日頃から警察等関係機関とも協か連

絡体制の構築に努め, 有事の際には迅速な通報体制を構築します。

感染症対策

感染症には, 流行しやすい季節があります。-

感染症対策として定期的に換気を行うことや掲示などで子どもに注意を促し, 普段から手洗いや

うがい, 咳ェチケット等をこ、がけていきます。また, 職員も同様に手洗いうがい等行い, 規則正し

い生活を心がけるなど, 徹底した予防対策を行います。

また, 国分寺市における『保育所等における感染症対策ガイドライン』をもとに, 基本的な判断を行

います。

【感染症がはやる季節】

名

瘍しんはしか》

風しん

みずぼうそう

おたふ<かぜ

インフゾレェンザ

��胃腸炎レロ)

ヘルバンギーナ

手足。病

■結■《ブール熱》

突��しん

新型コロナウィルス

ン氣 ,.'.夏- .秋 tlン
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〔その他】

.職員は每sの検溫.健康チェック・マスクの義用ち
レております。
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。)児童の安全への配慮

感染症等の対応について以下のような対策をします

咳ェチケツトによるマスクの着用

うがい.手洗いの徹底

次亜塩素酸水溶液による除菌

<・'„施設の入口に常に次亜塩素酸水溶液を設置し, 登所時に
必ず手指を除菌してから登室します。

<・;床.机.棚・ドアノブなど清掃チェック表に基づき掃除,除
菌します。 ‘

おもちやは定期的に入れ替え, 消毒を行います。
rこまめな換気

こまめに換気をおこない,空気感染を抑制します。 ・;

'新型コロナウィルス等の感染症に感染の疑いが生じた場合
は, 速やかに病院を受診します。

ン(2)清掃・衛生管理の徹底

日常の清掃*定期清掃

.清掃チェツクリストを作成レそれに基づきチェックを行います。

,;l

、'

.ガ.

? 1

うも
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"- 0-1 57などの食中毒対策, 衛生管理を徹底し, 食材の調達・管理に特別の注意を払いま

す。

-�定期的に職員研修を行い, 衛生管理の向上に努めます。

"・空調機器のフィルター清掃や床のワツクスがけ, 定期清掃を通して良質な施設の整億に

努めます。

衛生管理

～-日常から手洗いを励行します。子どもたちへ正しい手洗いの知識を広め, 職員にも徹底

します。

を±也域の人たちの参力ぽる行事に対しては, 事前・事後清掃や消毒を徹底します。ごみの管

理・分類が徹底できるように, 利用者に協力を促していきます。

室内・遊具等の消毒, 分散保育,利用者ぺの周知

～自社開発の次亜塩素酸水溶液「クリーンキラーェース」等で, 日常の清掃, 施設内の共通

物の定期清掃や, 使用したおもちやの消毒も徹底しています。

・"-登所時には手指消毒を行い, 来所者も同様に行います。また,二酸化炭素濃度測定器や

空気清浄機を施設に設置してし\ます。

"*- 3密を意識した保育を心がけ, その声かけや喚気を徹底します。

'～おやつやお弁当の時間は, 登所人数に応じて分散して行います。

～職員の体調管理と検温を徹底します。

"引き続き学校と連携を図り, 必要に応じて教室借用の依頼をします。

„掲示物等で, 利用者に分かりやす<感染対策を伝え, 感染防止に協力頂きます。

-中症対策・食中毒対策

ン(1)熱中症

熱中症対策のために外気温を測定します。以下の表のとおり, 気象斤のデータを基に環境省が発

出する暑さ指数(WBGT)に従って, 外遊びの中止等を判断します。

気温

3 5て以上

暑さ指数(WBGT)

3yc以上

31̃35°C 28̃31°C

28̃31°C 25̃28°C

中止等の対応

外遊びの中止

激しい運動は中止する。10～20分おきに休憩をと

り, 水分'塩分の補給を行う。

積極的に水分をとり, 適宜,水分・塩分を補給する
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(2)食中毒

学童保育所内で暇吐等があった場合, 対応マ

ニュアルのとおり汚物を適切に処理します。暇

吐があった児童は別室で休ませ, すぐに保護

者に連絡をします。また, 職員全員に対応マニ

ュアルを自B付して周知します。
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'. <« G 1ラ . = - つバ：f � <

*学校や地域等との連携による子どもの成長過程等に応じた事業展開, 保護者への支援, 連携など保護者

との信頼関係の構築のための取組など

子どもたちにとっての最善を考える関係を築きます

学童保育所に放課後登所してくる子どもたちは, その日の学校であった

出来事をランドセルに詰め込んでいます。「友だちとトラブルがあったの

かな？」「学校の授業にはついていけているのかな？ Jなど, 学校との連

携は欠かせません。気になったことなどを相談・共有し子どもにとって

の最善を一緒に考え合える関係性を築いていきます。学期ごとに担任の

先生方と子どもたちの個々の様子を共有する機会を設けていただける

ように協力していただいています。

サ廣を.殺

に ,

チェダクリスト

/

*""ハ：��・:

i»»«f»»A ・T ,.--,ヴ'--

itfcit�i*"� _,み-"̶

ま;
いじめ, 虐待については国分寺市においても「国分寺市子どもいじめ膚, 口二'ぶ,

待防止条例」を設け, いじめや虐待防止対策の推進を行っています。福 "w "
祉局から出ている虐待防止のためのチェックリストなどを活用し日頃から早期発見を心がけて

いきます。

学校との連携について

子どもにとって学校と学童保育所で過ごす時間には連続性があります。子どもの健やかな成長を

見守る施設を運営していく中で, 学校との連携は非常に大切です。下記の4つの視点を踏まえ, 具

体的な連携を図り, 信頼関係を深めていきます。

-l ①学校から学童保育所に登所する子どもの様子を見る視点

れ‘:

子どもたちは, 学校で起きた出来事を抱えて, もやもやした気

持ちで登所することがあります。子どもの様子が普段と違う場

合には学校の先生と情報共有を行います。子どもの気持ちに

寄り添い, 登所してすぐは全体の流れに無理に促さず, 静かな

場所で過ごすなどの対応を行い, その後は集団の活動に自然

と加われるよう見守ります。

-':-②学校と学童保育所での様子の違いを理解する視点

学校では物静かで, 学童保育所では活発に活動するなど, 学校と学童保育所で様子が異なる子ど

もがいます。学童保育所での様子を学校と共有する事で, 学校では学習面でのつまずきに対する

不安があるなど, 学童保育所だけでは知りえない子どもたちが抱えてしXる課題が見えてきます。

一方向ではな<双方向から子どもを知ることで,子ども自身が言葉で伝えられない困りごとをく

み取り, 今後の保育に生かすことができます。
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'>③学校から家庭に帰りた<なってしまう気持ちに寄り添う視点

学校から学童保育所に下校してくる際に, どうしても, 家庭に帰りたくなってしまう子どもがいま

す。保護者との連携はもちろんですが, 学童保育所職員として学校昇降口で迎えるなど, 受入れ

方法に配慮します。子どもの思いを聴きとりながら, 必要に応じて, 学校の担任の先生や校長先

生.副校長先生などに学校での様子やアドバ1イスを伺い, 学童保育所での児童との関わり方に生

かします。

ネ',, ④保護者を支援する視点

運動会や学校公開など,学童保育所職員が学校の行事に参加することで, 学校の先生と子どもの

成長の様子を共有します。

保護者のお迎え時や連絡帳でその時の様子を伝え, 共に子どもの成長を見守る関係をつくりま

す。ただ預ける場ではなぐ共に成長を喜び, 安心して預けていただく事で, 保護者の就労支援に

つなげます。

【具体的な連携方法】

礁年度初めに,学校の校長先生にご挨拶に巧い,学校のルールや校庭の使い方などを共有しま

す。

9学童保育所の予定やお便りを学校に届け, 学校と年間行事や下校時間を共有し各月の計画

を立てていきます。特に年度の初めは子ども自身も慣れてないため, 緊密に連携を図りま

す。

A子どもたちの様子について, 担任教諭と日常的, 定期的に情報の共有を行い, 気になる子も

含め,双方でサポートし子どもの成長を共に支える関係を築きます。

学校行事等には可能な限り出席レ子どもたちの成長を見守ります。

t狭溢状況を解消し子どもたちが少しでも快適に過ごせるよう,分散保育のための教室や体育

館をお借りするなど,さらに学校との信頼関係を深めていきます。

・% ±也震や火災等の災害が生じた場合に備え, 学校で行われる避難訓練に参加します。緊急時に

は学校と連携レ子どもたちの安全確保を行います。

-・t不審者情報などの情報は,迅速に情報を共有します。職員による通学路の巡回など,必要な対

応策を連携して莫施します。

e
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地域との連携について

地域とのつながりを大切にして, 子どもたちが安心して過ごすことのできる地域をめざします。

日々の挨拶や声掛けによるコミュニケーシヨンや, 会議・行事参加を通レ各種団体, ボランテイア

の方々とのつながりを大切にします。

で放課後子どもプラン

子どもたちの放課後の居場所として, 放課後子ども教室は安全・安心に過ごせ, 多様な体験や活

動を通し, 子どもの自主性や創造性を育める貴重な場所です。学童保育所と放課後子どもプラン

の連携を密に行い, 子どもたち力按全に様々な体験活動に参加できるよう緊密に連携を図りま

す。また, 継続して水鉄砲大会や縁日などの共催行事を行います。

-ミ 子ども家庭支援センター*児童相談所

虐待'発育相談など, より専門的な見識が必要な内容の時は迅速に連携を図ります。

子育てに対して不安や悩みを抱える保護者の相談や, 虐待または虐待の疑いのある子どもを発見

した際には, 速やかに子ども家庭支援センターヘつなざます。家庭や日常の生活に困難を抱える

子どもについて, 学童保育所での生活における状況や対応等, 子ども家庭支援センターから報告

の要請カホれば迅速に対応します。
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また, 職員が問題に気付いた場合や地域の方から情報が寄せら

れた場合は, 正確な情報を子ども家庭支援センターに報告しま

す。例えば,体にあざ等を見つけ虐待力擬われる場合には, 子ど

もに配慮をしながら「いつ, どこで, 誰に, どの程度されたのかJ

等を具体的に聞き取り, 個人用のノートを作って記録を取りま

す。子どもから聞き取ったことを, 慎重かつ適切に子ども家庭支

援センターに報告します。

公的機関等の利用をためらう保護者に対しては, まずは学童保

育所が相談に乗りながらかけ橋となって利用を促すことで, ・・・・

人で悩みを抱える保護者やコミュニケーシヨンが苦手な保護者

にも日常的なサポートができる体制を整えます。

また,要保護児童対策地域協議会, 個別ケース検討会議, 指定障害児相談支援の事業の人員及び

運営に関する基準に基づ<サービス担当者会議にも参加し, 学童保育所での様子を伝え連携しま

す。

《子どち̶支達センターの理念》

ねたしたちは、

子どちが人として育つのを翻います。

子どちを生み、育てる人を支充ます。

みんなで支元おラつながりを広げます。

':・・子どもの発達センターつ<しんぼ・保育園・幼稚園・各親子ひろば

発達'発育や病気・障がいに関する相談等,専門家の関わりが必要な場合に連携を密にレ育成の

支援にあたります。月1回の会議に参加レ地域の親子ひろばの情報の共有を行います。
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";..-各児童館・学童保育所

安心安全な施設運営に向けて, 定期的な会議への参加, 日々の連絡を密にし報告・連絡'相談を徹

底して行います。

～図害館

毎月の読み聞かせ会などの行事に参加レ交流を深めています。今後は, 図書館の読み聞かせ会

の学童保育所への出張をお願いレ多くの子どもたちが読み聞かせの楽しさに触れる機会を増や

していき, 図書館との交流をより一層深めていきます。

保護者との連携,支援～信頼関係の構築

保護者と共に子どもたちの成長を見守っていく中で, 様々な悩みや課題を一緒に解決する姿勢を

大切にします。保護者が安心して相談できる・子どもを預けられる関係性を築くことがとても大切

です。子どもの成長過程に沿いながら, 信頼関係を構築していきます。

ナ(1)日常の対応

1送り迎えのあいさつ

言葉づかいを丁寧に,仕事帰りで疲れてお迎えに来られる保護者に,笑顔と共に「おかえりなさいj

の声かけを行い,子どもの様子を可能な限り伝えます。書面だけではな<, 対面の時間を大切にし

ます。

2情報の共有

送り迎えのありなし, 休み予定の連絡の行き違いがないよう連絡帳やにTを使って丁寧に行い

ます。個人面談が必要な場合には, 時間や場所を確保し, 保護者が安心して話す場を設定します。

3保護者会

学童保育所において, 日頃の学童保育所や保育への理解を深めてもらうため定期的に開催しま

す。

> (2)信頼関係の構築

保護者が安心して子育てと仕事を両立できるよう, 保護者が学童保育所に信頼を寄せ, 職員に子

どものことについて話しやすい信頼関係を築きます。

1体調不良等で長期間休所している子どもの保護者への連絡

定期的に連絡を行い, 保護者の不安を和らげると同時に, 子どもの体詞回復後, スムーズに学童

保育所の登所につながるように連携を図ります。

2子どち同士のトラブルや怪我の報告

子ども同士のトラブル, ケガをした場合,体調不良を訴えた場合は,保護者に連絡します。すぐに連

絡するほどではない場合も, お迎え時や電話などで丁寧に伝えます。
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3行事参加

学校行事に積極的に参力ロレ保護者と共に子どもの成長を見守ります。学童保育所では見られな

い子どもたちの様子を保育にいかしていきます。

4昼食作り

働<保護者の家事負担の軽減のために昼食作りを行います。材料は地産地消で国分寺市内の食

材を活用レ±也域への興昧関心につなげます。

>子どもの発達段階に応じた支援内容と関係期間

成長に応じて, その年齢(年代)に応じた発達課題に対して, 専門の期間, ±也域との連携を図りな

がら, その課題を子どもと保護者と共にのり超えていきます。

時期

乳幼児期

1～6歳

児童期

前期

(6～8歳)

発達課題の

クリア

保護者との

連携.支援

人との信頼関係相談業務

愛着形成 ストレス軽滅

自我の芽生え父親の育児参加

ミニ相談会

幼児期の特徴が昼食づ<り

残つている

大人に見守られ

る中で自信をつ

ける

学習のつまずき

グループをつ<

る

大人に頼らず行

動しようとする

保護者会

個別面談

行事参加

緊急時の連携

支援内容

・事業展開

発育相談

専門機関への橋

渡し

一息つける居場

所づ<り

見守り

遊びの創造

遊びの創造見守

u

主な関係機関

-子ども家庭支援センタ

一,児童相談所

'保健センター

.子育て応援パートナー

・親子ひろば

-子どもの発達

センターつ<しんぼ

・保育園, 幼稚園

・青空ひろば

・各学童保育所

・放課後子どもブラン

.ボランテイアセンター

.プレイステーシヨン

�ゾ が
バ

7フ



・J�いじめの対応について

いじめ発生時の対策

1.

2.

3.

職員は, 学童保育所内でいじめが発生し

た場合(保護者又は児童からの苦情を含

む)lこは, 速やかに事実確認を行い, 学童

保育所内の職員間で情報共有すると共

に, 法人に報告します。

職員は, 証拠品等がある場合には, 厳重

保管します。なな関係者からの要望が

ある場合には, 共有します。

職員は, 速やかに必要な指導を行うと共

に, 当事者の様子を注意深く見守り, 保

護者への報告を行います。.

,いじめ文ほれじめの疑い

旧常観察、児童生徒、保護者からの相謝.
r.'
<-,

事実関係の把握

わ

対応方針の決定

役割分担

相互連絡

:―,ぐを 保護者

-,ぶ

:�,\'-

継続的な.

支援\指導

解決の判断

.-,- .y:-

�
¦;i

ン
必要にて懷

応じて連携:：

～■箋ぎ、,
滅"・:,:.

i授が

、担当課ミを

4.職員は, 職員間で, 対応についての協議. ■:̶1̶
確認を行うと共に, 必要な対応を行いま

す。また, 子どもたちへの見守りは, 職員全員で行いますC
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ャ,。, 虐待の対応について

具体的な連携方法

虐待(身体的虐待, 心理的虐待, 性的虐待,

ネグレクト)は子どもの健やかな成長に大き

な影響を与えます。学童保育所は早期発見

につながる施設であるため, 子どもの少し

の変化を見逃さず, 関係機関との連携を図

り, 適切に対応します。

【具体的な対応方法】

.:» 虐待を発見した際の対応を予め, 職

員間で共有をします。

日頃から子どもの様子を観察レ身

体にあざ, 体臭, 衣類の汚れ, 言動の

変イヒなどがあった場合は, 職員は現

場貴任者と協議レ速やかに,担当課

及仏子ども家庭支援センターに通

告し適切な対応を図ります。

虐待が疑われる場合は, 事実経過と

して：日々の記録を残します。

学童保資での様子かs発見

連絡■■

通告・情■供

,'寅任者へ̶談
(■色て*め情報収集’観察■作露按有)

バかバ1ぞ'つ％ -

ドン'‘ぶルブツ

m� 低い
■

� ・断.

児
童
相
談
所

キ;

織内会議での対■討

■方法ゆ討- ■分担

他機園との連携など》

̶.指導
;� ;'i'.'. :;・ '.'・

職

*.

S'»', 1 塞べ̶きかけ

職員間で子どもの変化を共有します。

子どもが発信する「sos」(例えば,每日同じ洋服,保育終了後すぐI

かえりたがらない, おやつを勢い良<食べる等)を見逃さないよう,

日々のコミュニケーシヨンを大切にします。

プJ*,
suゾ

夕

<保護者の変化(元気がない, 表情が暗い, 子どもとの会話が少ないなど)にも気づくよう

日々の会話, 連絡帳でのやり取りをこまめに行います。

・»早期発見のために定期的にチェックリストによる確認を定期的に行います。

さ人と人とのつながりを大切に。そして地域の未来へ。

安心・安全に学童保育所を利用するにあたり, 学校をはじめ各関係機関との連携が必要です。そし

て子どもたちの心をより豊かに育むためには地域の方たちとのつながりが不可欠です。子どもた

ち, 子育て家庭の中には, 孤立して相談ができない状況の方もいます。貧困家庭や虐待の早期発

見等, 学童保育所力慄たす役害Ijは一層多岐に渡ってきています。

私たちは, つながる’つなげる役目であることを認識レ地域の拠点として, 子どもの健やかな成

長の支援に取り組んでいきます。
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具体的な連携方法

ユ当団体主催地域懇談会の実施

》各団体主催会議参加

":各機関施設会議参加

⑩日々の丁寧な挨拶・報告・連絡’相談

.� ±也域主催イベントヘの参カロ

マ

t ;・' リ$‘為,

を

<s>
お‘で

お-

サ fc fc.;fc

t�n
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i -u- t

,*配慮を要する児童(障害のある児童等)への対応方針及び体制(職員配置, 研修体制等)が適当であるか

など

配慮を要する児童への対応について

令和4年6月, 「こども基本法案」が成立レ争和5年4月には「子ども基本法jが公布されました。

子どもの権利条約を基本に子どもたちの権利を包括的に守り支える環境づくりや理解の広がり

が重要だと考えます。地域社会の構成員として包み支えあう社会を目指レ配慮を要する子ども

を含め全ての子どもたちが学童保育所での生活を通して共に育ちあえるよう適切な配慮づくり

を行います。

子どもの個々の育ちを理解し個の成長が集団の成長に関わり,集団における活動力q固の成長を

促す「個の成長と集団の成長は

相関関係にあること」, また, 学 .}

校及び家庭との連携を密にレ

子どもの発達段階を把握理解す

ることを基本において対応しま

す。学童保育所では, 子ども一

人ひとりの状況や背景に目を向

け, 安心して過ごせる環境を保

障します。

気になる行動を正しく把握し理解する

し、つ, どのよラな場面で, どのような行動をしたか

職員等は, どのタイミングで対応, 声かけしたか

対応, 声かけの直後の子ビもの様子はどラであったか

客観的に, 事実を記録する

必要に応じて保護者から今までの適程を聞きとる。

配慮を有する児童への対応の

美践方法

を繰り返し保育実績を続けて

いきます。

※右図参照

虐待防止事業等,社会的擁護関

連に関するする経験をいかした

支援

r当法人では, 子どもの貧

困, 社会的擁護に係る事業

を受託しております。この

経験に基づき, 子どもを取

り卷<課題と対応の重要性

担当者会議での対応策を考える

対応の方法やタイミングを決める

その対応の̶の期間を決め, 職員が統一的な対応を行う

対応の経適, 変化を記録に残す

対応策を実践した成果を検証する

鯨二な¥少なゥくなゥた, 声かけに応じるようになったか
対応第が有効ホ窺、ければ, 次の対応策と̶期間を̶討する

*上記を繰り返し保育実践を積み上げていきます。
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1を.

蒙し

を学んでいます。本施設の運営においても, 経験を共有レ様々な課題の発見し早期対応に

つなげます。

サボート体制(相談タケース会議夕研修・巡回指導)

ま外部講師を招いた研修, 事例検討等, 全国の事業所と学び合いをサポート。(年6回)

®心理士, 精神保健福祉士による巡回相談(再掲P46)の実施。

ヤ障害のある児童等への対応

"A障がいのある子どちが安心して過ごせる受け入れを

障がいのある子どもたちが地域社会で生活する一人として, ゴ ゴ

他の子どもたちと一緒に成長できるよう, 配慮と環境整備を ホ,

行います。障害者差別解消法第8条にあるように, 「障害者の

権利利益を侵害することとならないよう, 必要かつ合理的な

配慮」を行います。特別扱いではなく, その子どもの課題に沿 ̃ ’

った配慮を行うことで, 他の子どもと一緒に生活することを

保障します。班活動や遊びに取り組み, 子どもたちの関係性の中でお互しゆ浮仏育ち合うことを

大切にします。

(1)入所にあたつて

子どもたちの個々の性格や課題, 家庭の状況に出来る限り寄り添った支援を心がけます。障がい

のある子どもを受け入れる際には, 保護者や学校の先生から家庭や学校での様子,健康状態, 発

達の状況, 家庭の状況,保護者の意向等を個別シートに記録レ必要な配慮に基づいて, 学童保育

所での支援方針を職員でまし合います。

(2)保育の留意点と職員体制・支援体制

<・保護者と連携レ支援者間で情報を共有し理解を深め, 学童保育所内での生活と遊びが円滑

に進められるよう支援体制を構築します。

%・子どもの発達課題を捉え, 目標や支援方針を明確にし, 成長を見据えながら心地よく過ごせ

るように環境づくりを行います。

保護者とのやり取りを緊密に行い, 定期的に面談を実施レ保護者の不安を取り除きます。

-»職員は障がい児に個別的な対応を行いながら, 他の子どもたちとの関わり合いを大事にして

支援に当たります。

・1»職員によって支援内容にばらつき力巧ないよう, 日々の子どもの様子を記録レ申し送りを

行います。

':対応が困難なときには, 施設内で抱えず, 関係機関と連携します。

f
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(3)職員の支援向上

"個別記録とケース検討

障がいのある児童の育成支援にあたっては, 個別に記録をとり, 日々の変化や特徵を捉え, 職員

の気づきや育成内容に生かしていきます。職員間で事例検ミオを行い, 気になる行動を正し〈把握

し理解レ職員同土の気づきの力を高めます。対応策を話し合い, 実践につなげ, 結果を検証レ

今後の支援内容を再検討します。

また, 保護者の了解を得た上で, 学校や放課後等ディサービスなど関連機関と情報共有を行い連

携を画ります。

%職員研修

障がいの特徴に応じた適切な育成支援を行うにために, 職員研修を実施します。当法人では, 障

がい部門担当者(精神保健福祉士)による研修を実施しています。対応に苦慮する場合なども巡

回や聞き取りを行い, 対応方針を定めていきます。

また, 国分寺市内には当法人が運営する放課後等ディサービスと生活介護事業所があり, 専門員

が配置されています。各事業所での対応方法に学び, 支援の幅を広げていきます。

くく研修例》

「発達障がいの特性を学ぶj 「障がい児をもつ保護者対応における職員の働きかけの手法」

「事例検討研修J

-卜外国にルーツを持つ子どもへの対応

外国籍だけど日本生まれ・日本国籍だけれど海外生活が長<て日本語ができない等, 生まれ育っ

た環境によっては, 日本語が十分にできないことや文化の違いから学童保育所の生活に副I染めな

いなどの課題が出てくると思われます。また, 保護者の中には, 日本語が話せない方もおられま

す。こうした児童への対応や保護者への対応について無理のない学童保育所生活がおくれるよう

に対応します。 �

f日本語が十分に理解できない児童に対して, 保護者や小学校と連携し母国語でも日本語で

も無理がなく過ごせるように職員が見守ります。

*t学童保育所専用のタブレット等を用意して外国語を日本語に通訳するソフトを活用しその

児童が何を伝えたいのか理解レコミュニケーシヨンを図ります。

・»職員が子ども同士の間に入り, 遊びを通じて関係性を育みます。

9文化の違いや言語により, 児童がいじめ等に卷き込まれないように日頃から他の児童への

理解を促します。また, 他の児童から差別するような発言があった際は, 文化の違いなど丁

寧に伝え, 理解を促します。
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-ご生活困窮等の家庭や子どもへの対応

生活困窮等, 配慮が必要なご家庭もあります。子育てに困難を抱えた家庭や児童への関わりにつ

いて個人情報の取扱いに十分考慮し, 学校や子ども家庭支援センター等の関係機関と連携し児童

にとって安全・安心な生活の場の提供に努めます。

アレルギーを持つ子どもへの対応

アレルギー児童へのおやつ提供に関しては, 保護者と十分に連携レ職員の複数チェツクのもと

で提供します。また,おやつの時間を楽し〈過ごせるよう環境づ〈りを配慮します。-

(1)対応の留意点

夕. アレルギー児童の対応は, 主治医の指示のも

と保護者と面談を行い, アレルゲンを除去した

食品を提供します。必要に応じて, 学童保育所

で代替食の用意が不可能な場合は, 保護者と

十分に相談の上, 各家庭で用意をしてもらうこ

とちあります。

アレルギー児童の状態, 方針などの情報共有,

情報交換を職員で実施します。

き提供するおやつは事前に用意し職員ミーテイ

ングで内容の確認を行い, 食品表示にアレル

ヴンがないか必ずダブルチェツクを行います。

・アレルギー児童にはアレルゲンが入っている,
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入っていないに関わらず, 誤食防止のため, 別皿での提供を行いますC

,»

f

ェピベン所持の児童の対応は, ェピベンが常時入っている場所を面談時に保護者に確認し登

所時に職員が所定の場所に入っているかを確認します。その際にェビペンの使用期限の確認

ちします。

ブライバ’シーや個人情報保護に配慮しながら, エピペンの使い方や食物アレルギーの研修を

行い, 理解を深めます。

手作り昼食や行事の際は使用する材料の成分表を提示し保護者に確詔していただきます。

体調の変化や症状など保護者と確認し合い, 改善に向かうよう努めます。

食事中や食後の様子に十分留意し, 些細な児童の変化に気づくことを大切にします。
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(2)日常の中でのアレルギーペの十分な配慮

-.安心な空問

-子どもの不安を取り除き, 心と体の両面から支援するようにしています。生活習慣やストレス

も症状に関係しているので, 規則正しい生活や安心できる居場所づくりを行います。

着快適な環境づ<りを設定し体調不良や消化能力に留意した栄養バランスのある食事を提供

します。

・s.アレルギー児童でも, できるだけ同じメニューを食べることができるよラに, 食材の代替工夫

をしています。

"・周囲の子どもの理解

⑩食物アレルギーのため食べられない食品があることを説明レ子どもたちに理解しても

らいます。

,»アレルギーは命に関わる大切なこと, 不用意にアレルギー児童に自分の持っているおや

つをあげることや交換しないことなど, 食物アレルギーに対して配慮できる環境づくりを

しています。

(3)具体的な対応方法 u

アレルギーのある児童は, アナフィ;1 T'
ラキシーなどの症状が起こる可能レ:し
性があるため, 他の児童とは異な

った対応をしています。
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"流れ

�おやつを決め, おやつ担当と常勤職員のダブルチ
ェツクをします。
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"配慮

,.服薬が必要な子やェピベンを携帯している子もいるため, 全職員カレ目でわかるように

おやつ一覧表を色分けをレぼ当児童が登所する時は, 登所後必ず職員が確認を行いま

す。

<おやつは専用の個別ケースに入れて提供します。

'・%» 意識して取り組む事

i»アレルギーを持っていない児童でも昼食などの食後に激しい運動を行うと誘発性アナフ

イラキシーを引き起こす恐れがあるため, 食後は食休みを徹底します。

-7おやつ提供時や児童がおやつの個包装を開けて欲し

い時は, 必ず使い捨ての手袋をして作業します。

tアレルギー・ェピペン研修に参加レ日々のおやつ提

供に生かします。

»:»月のお誕生日会などで, 地域のお店にお願いをしておやつの提

供をする場合には, お店側に必ず成分表の依頼をし, 確ぽを徹

底して安全第一に取り組みます。
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《研修例》

を
ケ「エピベン研修」FAED研修j 「応急救護研修」「てんかん発作対応研修」

翁食物アレルギー緊急時対応マニュアルに基づき, 職員同士でシミュレーシヨン

A

ザ厚生労働省の日本アレルギー学会力《運営するアレルギーポータルサイトで, アレルギ

一について最新の情報を学習
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